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 序 章  計画策定にあたって       

１  背景

・本市の公共交通の中核を担う路線バスは、マイカー普及に伴う利用減少で事業収支が悪化し、国県市の補助金で運

行を存続するとともに、平成１４年７月から市がぐるりんバスを運行し、市民の移動を確保していました。 

・平成２０年３月、田原市地域公共交通戦略計画を策定し、公共交通の確保・維持に努めてきましたが、その後の著

しい社会・経済情勢の変化、公費負担の増加等から計画を見直す必要性が生じていました。 

・平成２５年１２月施行の交通政策基本法において、地方公共団体が中心となってまちづくりの視点から交通施策を

推進することが示されるとともに、平成２６年１１月施行の改正地域公共交通活性化・再生法において、地域戦略

と一体となった持続可能な公共交通網の形成が求められることとなり、平成２６年６月に「第２次田原市地域公共

交通戦略計画」（以下「第２次戦略計画」）を策定しました。 

・第２次戦略計画に基づき、コミュニティバスの再編等を実施してきましたが、新たな課題が発生し、その課題を解

決するため、市民・地域・事業者・行政等が情報共有して目標達成に向かい、協働で利便性向上・利用促進に取り

組むことができるよう、平成２７年１０月に計画の一部改訂を実施しました。 

・その後、観光施設等に配慮した公共交通網の必要性や、ぐるりんバスの運行経費増加等の新たな課題が発生したこ

とから、平成３１年３月に計画の一部見直しを実施しました。 

・令和元年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や社会・経済情勢の変化に伴う公共交通機関の利用者減少

等により、地域公共交通の維持・確保が難しくなっています。 

・令和２年１１月改正の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」において、地域が自ら交通をデザインする

ことを目的に地域公共交通計画の作成が努力義務化されました。 

・ＤＸ・ＧＸ等の新技術は、交通分野における利便性向上や経営力強化を進める起爆剤になる可能性があります。特

に、ＤＸのうち自動運転は、人件費の抑制、経費の削減や深刻さを増していく担い手不足の解消に繋がるため、本

市の公共交通にも大きく影響を及ぼすため注視していく必要があります。さらに、ＧＸは、脱炭素と交通それぞれ

のメリットを考えると、「公共交通の利用促進」によるエネルギー効率の向上と利用者数の増加だけでなく、「車両

の電動化等」によるＣＯ２排出量減少や動力費の削減等、様々な観点から効果があると考えられています。

・上記の状況等を踏まえ、令和５年度をもって期間満了となる第２次戦略計画に続く新たな計画「第３次田原市地域

公共交通戦略計画（田原市地域公共交通計画）」（以下「本計画」）を策定します。 

２  計画の位置づけ（関連計画との関係）

本計画は、市の上位計画である「第２次田原市総合計画」や「田原市都市計画マスタープラン」と整合を図り、関

連計画等と連携を図り定めます。 

第３次田原市地域公共交通戦略計画
（田原市地域公共交通計画）

田原市都市計画マスタープラン

第2次田原市総合計画 田原市人口ビジョン まち・ひと・しごと創生総合戦略

田原市立地適正化計画

その他各種関連計画



序章 計画改訂にあたって 

2

３  計画区域

田原市全域とします。 

４  計画期間

第２次田原市総合計画期間に準じて令和６年度から令和１５年（２０３３年）度の１０か年とします。 

５  地域の呼称

本計画内では、旧３町の区域をそれぞれ田原地域、赤羽根地域、渥美地域と呼称します。 

また、市街化区域をそれぞれ田原市街地、臨海市街地、赤羽根市街地、福江市街地と呼び、４つの市街地を総称

する場合は、市街地と呼称します。

区 域 呼 称

旧3町の区域 田原地域、赤羽根地域、渥美地域 

市街化区域 田原市街地、臨海市街地、赤羽根市街地、 
福江市街地 

４つの市街地の「総称」 市街地 

中心市街地活性化法に基づいて定められた中
心市街地活性化基本計画の区域 

中心市街地（田原市街地内） 

出典 田原市都市計画マスタープラン 

図 地域の呼称 
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第１章  田原市の現状・課題       

１  まちづくりの現状・課題

・計画改訂検討の前段として、本市の地域づくり・都市形成の方針、まちづくりの現状・課題を示しま

す。 

(1) 地域づくり・都市形成の方針                      

① 地域づくりの基本理念 

○田原市の地域条件・社会条件を踏まえ、令和６年３月策定の第２次田原市総合計画において、目指

すまちの姿等を定めています。 

ア 地理条件・社会条件 

【地理条件】 

■本市は、愛知県最南端の渥美半島に位置し、東西延長約３０kｍ、

南北延長約１０kｍの細長い行政区域（行政面積１９１.１２k

㎡）を持ち、東端が唯一豊橋市に接する閉鎖的な地理条件とな

っています。 

■渥美半島の地形は、遠州灘沿岸に２０～６０ｍの海蝕崖が連続

しており、三河湾側に向かってなだらかに標高が低く、半島先

端から田原市街地まで標高２００ｍ前後の山地が連なるなど

起伏が多いことから、旧町の３つの市街地以外は、小さな集落

が多数形成されています。 

【社会条件】 

■人口は６万人弱で小規模ですが、農業産出額８５１億円（令和元年）は全国２位、三河湾臨海部

に立地する主に自動車産業等による製造品出荷額等１兆７，６２８億円（令和２年）は愛知県５

位の産業都市となっています。 

■全就業者の３割を農業従事者が占めていることから、自家用車は生産活動・日常生活に欠かせな

い役割を担い、市民の自動車保有率は極めて高い水準にあり、高齢者になってもマイカーに依存

する要因となっています。 

■伊良湖岬等の景勝地や観光レジャー施設を訪れる観光客は年間約２２０万人（令和４年度）ある

ものの、特に個人旅行者の交通アクセスの利便性が低く、半島の自然・文化・産業等の観光資源

を地域活性化に活かし切れない要因となっています。 

■本市は、平成１５年８月に旧田原町と旧赤羽根町の合併に伴い市制施行し、更に平成１７年１０

月に旧渥美町を合併したことにより、交通問題をはじめ産業振興や福祉対策など、渥美半島の地

域課題を一体的に取り組む体制が整いました。
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イ 目指すまちの姿等 

  第２次田原市総合計画 （令和６年３月） 

■目指すべき将来都市像を「うるおいと活力あふれるガーデンシティ～みんなが幸せを実現でき

るまち～」としています。 

■まちづくりの方針として、①田原の強みを活かしたまちづくり、②参加と協働による持続可能

なまちづくり、③連携により成長し続けるまちづくりを掲げ、将来人口の目標を設定していま

す。 

〔将来人口〕 方向性 ：人口減少社会を見据え、減少幅の縮小に努めます。 

       将来人口：５２，４００人（令和１５年（２０３３年）） 

■土地利用構想図 基本構想（４ 土地利用構想）
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② 都市形成の方針 

ア 都市づくりの方針   

    改定版 田原市都市計画マスタープラン（平成２８年３月） 

■都市づくりの理念を「街と町をつなぎ 豊かさをつむぐ たはらガーデンシティ」とし、都市

づくりの方向では、市街地（街）と集落（町）等が機能を適切に分担しながらネットワークに

よってつながれ、それぞれの市街地と集落が共に生き続けられる「多極ネットワーク型のコン

パクトシティ」を目指すこととしています。

出典 改定版田原市都市計画マスタープラン 

①４つの市街地 

田原市には、市全体の中心的な市街地である田原市街地のほか、旧３町時代に、それぞれの町の

中心であった赤羽根市街地、福江市街地があります。そのため、田原市街地に都市機能施設や居

住をすべて集約するのではなく、それぞれの市街地の特性や役割を意識した都市機能の維持・充

実を図ります。また、全国でも有数の製造品出荷額を誇り田原市の活力の源となっている臨海市

街地については、さらなる産業の集積を促進します。 

②市街化調整区域の集落 

市街地の外部には、市街化調整区域が広がり、そこに居住する市民が市全体の人口の約６割を占

めています。この区域には、地域の産業を営むために長い年月をかけて形成されてきた農業集落

や漁業集落などがあり、それぞれの伝統や文化、歴史、生活機能を有しています。特に、本市の

農業については、花き、野菜、畜産を中心とする農業産出額が全国上位となっており、その就業

者の多くが居住する市街化調整区域の集落への対応はきわめて重要です。 

今後、市街化調整区域においては、人口減少、高齢化が著しく進むと予測されていることから、

地域の個性を活かしながら、まとまりのある集落形成を図ります。 

また、本市では、市民の地域活動の拠点として市民館を整備し、概ね小学校区（地域コミュニテ

ィ）を単位としたまちづくりの取組を行っています。今後も、地域コミュニティが地区のことを

考えてまちづくりを行い、それぞれの集落の維持・保全に関しても検討していく必要があります。 

都市計画マスタープラン

の改定内容を後日反映
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③道路軸の活用 

本市の多くの集落や市街地は、海沿いの国道４２号、国道２５９号、主要地方道豊橋渥美線に沿

って分布していることから、これらの道路を本市の骨格軸として都市づくりを進める必要があ

ります。この骨格となる軸を中心に、他地域とつなぐ道路、市街地間を結ぶ道路、市街地と集落

を結ぶ道路が連携したネットワークを構築します。 

 ④多様な交通体系の活用 

鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩などを組み合わせた交通体系を形成し、多様な交通を効率的

に活用できる都市を構築します。 

今後、急速な高齢化により、自動車を運転できない人が増加すると考えられることから、鉄道や

バスによる移動手段の確保を図るとともに、市街地までの移動手段がない集落については、地域

コミュニティや交通事業者と協働し、移動手段の確保を検討します。 

⑤鉄道周辺の土地利用 

市外への移動の利便性や自動車に過度に依存している現状を考慮すると、鉄道駅周辺における

居住を促進し、高齢者をはじめとして誰もが暮らしやすい生活環境を確保していく必要があり

ます。 

このため、駅からの距離や農林漁業との関連を考慮しながら、鉄道駅周辺の生活環境整備を検討

します。

   田原市立地適正化計画（平成３１年）

■まちづくりの目標 

①地域にふさわしい都市機能の配置・誘導による拠点（市街地）づくり 

・各市街地の役割に応じた適正な都市機能の配置・誘導を行います。 

・生活サービス施設の維持・充実を図ります。 

・持続可能な都市となるよう、統廃合を含めた公共施設の適正な配置を行います。 

・人口減少を見据え、地域に必要な都市機能を支えるための人口誘導を行います。 

②集落から拠点（市街地）に気軽にアクセスできるまちづくり 

・増加が見込まれている高齢者をはじめ誰もが集落から市街地、各都市機能に容易にアクセス 

できる公共交通ネットワークの維持・充実を図ります。 

・運行便数等のサービス水準が十分でない地域について、向上を図ります。 

③災害等に対応した安心・安全なまちづくり  

・巨大地震により津波被害に対応した防護施設整備を進めます。 

・巨大地震により津波被害に対応したまちづくりを行います。 

・土砂災害等の津波被害以外の災害にも配慮したまちづくりを行います。 

・人にやさしい施設整備を行います。 

④歩いて暮らせる健康的で魅力的なまちづくり 

・高齢者をはじめ、皆が行きたいと思えるよう拠点（市街地）の魅力向上を図ります。 

・歩いて散策できるような健康的なまちづくりを行います。 

立地適正化計画の改

定内容を後日反映
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イ ネットワークの形成方針

■改定版田原市都市計画マスタープラン 将来都市構造図

■田原市立地適正化計画 目指すべき都市構造のイメージ

 福江市街地  

 田原臨海部市街地  

 田原市街地  

 赤羽根市街地  

都市計画マスタープラン

の改定内容を後日反映
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ウ 広域的な都市機能連携 

■本市は半島地域にあるため、流入

人口が少なく、居住人口６万弱の

人口集積では立地できない都市

サービス機能等は、隣接する豊橋

市（人口３７万人）などの市街地

機能によって充足する必要があ

ります。 

■東三河地域（８市町村）では、広域的見地からの課題対応や各種行政サービスの効果・効率の向上

を目指し、平成２７年１月に東三河広域連合を設立しました。 

エ 公共施設の最適化・適正配置 

■市町村合併後、本市の公共施設は、機能・維持管理経費等から最適化及び適正配置（統廃合）が進

んでいますが、公費負担低減の観点から更なる最適化・適正配置が求められます。 

■合併当時、２０小学校、７中学校がありましたが、少子化の影響により学校再編が進められ、令

和３年からは１８小学校、４中学校となっています。現存する小規模学校の適正配置等について

も、平成３０年度策定の田原市学校未来創造計画により、引き続き検討を進める必要があるもの

としています。
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(2) まちづくりの現状・課題                       

① 人口変化への対応 

ア 人口・世帯・就業人口・交流人口   

■人口（Ｒ２現在５９，３６０人）は減少傾向にあり、政策的な人口の増加がなければ令和２２年に

は約５０，７５８人まで減少することが推計されています。年齢３区分別人口については、年少人

口は令和２２年には約１０．４％まで減少すると推計されている一方、老年人口は増加し、高齢化

率は約３６．９％に達することが推計されています。 

出典 国勢調査、日本の地域別将来推計人口（平成 30 年月推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 
（令和２年数値は国勢調査結果を使用） 

■産業別就業人口は、第１次産業が１万人･２９.９％（構成比）、第２次産業が９千人･２６.１％、

第３次産業が１万４千人･４４.０％となっており、第１次産業（農業）の割合が高いことが本市の

特徴となっています。※R2 国勢調査

■昼間人口は６万４千人で、臨海工業用地立地企業への市外通勤者の関係から、夜間人口の５万９千

人よりも５千人多くなっています。※R2 国勢調査 また、交流人口は、主要観光地入込客数約２

２０万人（令和４年度）で横ばいとなっています。

図 人口・世帯数の推移と将来推計 

図 年齢３区分別人口比率の推移と将来推計
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イ 市街地・集落部の人口動向

■市街地（市街化区域）に４割、集落部（市街化調整区域）に６割が居住しています。 

■市街地の人口（Ｈ２７）は、田原市街地が１２，３０４人，赤羽根市街地が１，８３２人、福江市

街地が３，９０３人、臨海市街地が３，６９１人となっています。平成４７年との増減率を見ると、

福江市街地は７６.９％で、市街化調整区域の８１.４％を下回る数値となっています。

表 人口の増減率（１００ｍメッシュによる人口推計） 

地域 
人口（人） 

増減率（%） 
H27(2015) H47(2035) 

市街化区域 21,729 20,609 94.8 
 田原市街地 12,304 10,964 89.1 
 赤羽根市街地 1,832 1,546 84.4 
 福江市街地 3,903 3,002 76.9 
臨海市街地 3,691 5,098 138.1 

市街化調整区域 40,634 33,081 81.4 
総計 62,364 53,690 86.1 

■集落地域では、中山（５千人）・泉（４千人）・野田（３千人）が人口３千人以上の大規模集落を形

成し、六連・大草・田原南部・高松・若戸・亀山の各校区は１～２千人の集落を形成し、地域状況

によって人口減少の差がみられます。 

ウ 高齢化対策                                          

■６５歳以上の高齢者数（Ｈ２７現在１５，９７５人）は、平成４７年には１７，７９４人となり、

増減率は１１１.４％と増加する結果となっています。市街化区域と市街化調整区域を比較すると、

市街化区域の増減率の方が高く、臨海市街地の増減率が一番高くなっています。 

表 高齢者数の増減率（１００ｍメッシュによる人口推計） 

地域 
高齢者人口（人） 

増減率（%） 
H27(2015) H47(2035) 

市街化区域 4,524 5,737 126.8 
 田原市街地 2,500 3,154 126.2 
 赤羽根市街地 481 502 104.5 
 福江市街地 1,173 1,127 96.1 
臨海市街地 371 954 257.5 

市街化調整区域 11,451 12,056 105.3 
総計 15,975 17,794 111.4 

※算出上 H27 国勢調査と誤差が生じています。 出典 田原市立地適正化計画 

■高齢化に伴う様々な問題に対処するため、市は、高齢者保健福祉計画に基づき「地域包括ケアシス

テム構築に向けた基盤づくり」「健康・生きがいづくりの推進」「認知症施策の推進」「高齢者を支

える体制づくり」「医療と介護の連携」「安心して生活できる支援の充実」の重点施策について、社

会福祉協議会、コミュニティ協議会等関係団体と連携しながら取り組んでいます。 

都市計画マスタープラン

の改定内容を後日反映
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エ 少子化対策  

■育児世代の人口減少、晩婚化・未婚化、景気低迷等の影響によって少子化が進行しており、１４歳

以下人口は約８千人（Ｈ２７）に減少し、このままの状況が続けば令和２２年には約５千人にまで

落ち込むことが予測されています。※改定版田原市人口ビジョン

■児童数（Ｒ４現在３，２０６人）

は減少傾向にあり、令和１０

年度には２，４０４人まで減

少することが予想されていま

す。特に渥美地域や伊良湖支

線沿線の児童数は顕著となっ

ており、今後さらに減少する

ことが予想されます。 

■市は、田原市次世代育成支援行動計画に基づき、子育て環境の整備や中学生以下の医療費無料化な

ど、子どもを産み・育てやすい地域づくりに向けて、コミュニティ協議会等関係団体と連携しなが

ら取り組んでいます。 

■少子化による小・中学校の児童・生徒数の減少に対しては、平成３０年度策定の田原市学校未来創

造計画により、適正規模・配置、施設長寿命化を勘案しながら対応していきます。 

オ 外国人住民人口

■外国人住民人口（Ｒ４．４月現在１，４５０人）は令和元年度から減少傾向にありますが、これは

本市の外国人住民の多くが外国人技能実習生であることから、コロナ禍の影響で入国が出来なか

ったことが影響していると思われ、今後増加傾向に転じることが予想されます。 

図 市内児童数の推移及び将来推計 

           図 外国人住民数の推移        出典 田原市市民課調べ 

※支線沿線は高松小、赤羽根小、若戸小、伊良湖岬小児童数の計 

出典 田原市教育委員会調べ（将来推計は出生届から試算） 
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② 市街地機能・集落生活基盤の確保  

ア 市街地機能 

■市街地には、商業・医療・公共サービス等の機能集積を目指していますが、人口規模等の要因など

から整備水準は高くなく、市内市街地で充足できないサービスも多くあるため、隣接する豊橋市等

と広域的な都市機能分担が必要となっています。 

※都市機能の役割分担のなかで、人口３０万人を超える豊橋市の市街地機能整備・活性化と連携し

た取組が必要 

■マイカー普及に伴う市民の行動範囲拡大や通信販売普及により、田原・赤羽根・福江の各市街地と

もに商業等都市機能が低下しつつあります。また、マイカーを前提として、市街化調整区域に都市

施設が整備されてきたことが、市街地中心部の活力低下の原因にもなっています。今後、公共施設

を適正配置する際には、市街地内の都市機能誘導区域に集約整備を進める必要があります。 

■市全体の都市機能を向上させ、生活の利便性、産業活力の向上を図るためには、田原・赤羽根・福

江の各市街地の役割に応じた活性化を図る必要があり、各市街地において市・事業者・地域住民が

課題を認識し、連携しながら活性化のための取組を展開していく必要があります。

イ 集落生活基盤 

■集落部は、人口減少や少子高齢化、商業機能などの衰退による生活利便性の低下により、年々、地

域活力が低下してきています。特に、商業の衰退は顕著で、市街地等に出かけなければ日常生活が

困難な状況となっています。 

ウ 商業依存度（買物動向） 

■田原地域の買物先は、５８％が地元購買、３５％が豊橋市へ流出しています。特に買回品は、６割

以上が豊橋市へ流出し、主な買物先はイオン豊橋南店が約２割、その他豊橋市内が約３割を占めて

います。また、食料品、台所用品の買物は、ほとんど田原地域内で賄っています。※H22 消費者購

買動向調査結果報告書-三河部における動向 

（買回品は紳士・婦人服・スポーツレジャー用品・電気製品、準買回品は下着・園芸用品・化粧品

のこと。） 

■赤羽根地域の買物先は、１３％が地元購買、３８％が豊橋市、３３％が田原地域へ流出しています。

また、買回品・準買回品・食料品においても、田原地域や渥美地域へ流出しています。 

■渥美地域の買物先は、４２％が地元購買、３６％が豊橋市、１７％が田原地域へ流出しています。

また、買回品は６割が豊橋市内、準買回品は約５割が田原地域へ出かけており、食料品・台所用品

は約９割が地域内で買物しています。 
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 ２  公共交通の現状・課題

・計画改訂検討の前段として、本市の交通実態、公共交通の現状・課題を示します。 

(1) 交通実態                              

① 交通網の状況

ア 道路整備等の現状・方向性  

■市民意識調査（令和４年度）において、田原市に欠けていると感じることでは、交通の利便性が

最も多く（回答者の５９.８％）、買物等の生活の利便性（３８.７％）、余暇を楽しむ機会や場所

（３３.８％）と続いています。 

また、特に重要な施策として、交通基盤の整備１６.５％（全施策中第２位）と、公共交通の整備

１２.５％（第４位）が上位に挙げられています。 

■市内の幹線道路網は、東西に細長い市域の骨格として国道４２号、国道２５９号が通っています。 

臨海市街地と田原市街地及び２本の国道をつなぐ主要地方道田原高松線、臨海市街地から海岸線

に沿って国道２５９号をつなぐ主要地方道豊橋渥美線があります。ほかにも、これらの国道、主

要地方道と各集落等をつなぐ形で一般県道、一級市道が通っています。 

出典 都市計画マスタープラン

イ 市民の移動実態 

■地理・産業等の要因から著しいマイカ

ー依存社会となっており、公共交通は

マイカー中心の移動を補う形で存在し、

その利用者数は年々減少する傾向にあ

ります。 

図 移動時における代表的交通手段の割合 
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図 国道・県道・一級市道位置図 

都市計画マスタープランの

改定で位置図が変わった場

合は、後日差し替え。

出典 H23 中部都市圏パーソントリップ
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■市民の移動時の代表交通手段（平成２３年中部都市圏パーソントリップ実態調査）の８０.６％を

自動車が占め、その割合は年々増加しています。また、徒歩（１０.５％）、二輪車（６.１％）が

減少しており、鉄道（１.５％）は微増、バス（０.６％）は微減しています。 

■市民の移動方法では、全体の５８．３％が自家用車を利用して自分で移動しており、７０歳以上で

も半数が自家用車で移動しています。また、公共交通の中では渥美線の利用が４．６％と最も多く

なっています。 

※重複回答あり                      出典 R4 公共交通に関する市民アンケート

■市民の移動目的は、買い物が２５．０％、飲食・レジャーが１４．５％、通勤と通院がそれぞれ１

４．２％、仕事が１０．０％の順に多くなっています。 

※重複回答あり                      出典 R4 公共交通に関する市民アンケート

■渥美病院の来院者の交通手段は、自家用車や家族の送迎が多く、バスやタクシー等の公共交通利用

者あまり多くありません。 

※R4渥美病院ヒアリング等 

■市内企業への通勤手段は、自家用車が多く、従業員規模の大きい２社が送迎バスを運行しています。

（％）
区分 年次 鉄道 バス 自動車 二輪車 徒歩 不明

愛知県 H23 7.3 0.5 67.1 10.2 14.1 0.8
名古屋市 H23 23.5 2.7 40.8 14.9 17.2 1.0

H3 1.1 1.1 70.2 11.0 16.5 0.0
H13 1.1 0.8 75.6 9.2 13.3 0.0
H23 1.5 0.6 80.6 6.1 10.5 0.7

田原市

表 主な移動方法 

表 主な移動目的 

通学 通勤 仕事 通院
福祉施設へ
の通所

買い物
飲食・レ
ジャー

図書館等公
共施設

銀行・郵便
局・役所

その他 計

10歳代 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.21%
20歳代 0.08% 1.00% 0.18% 0.39% 0.00% 1.13% 0.76% 0.24% 0.50% 0.05% 4.33%
30歳代 0.10% 2.02% 0.50% 0.58% 0.00% 2.20% 1.60% 0.52% 0.81% 0.16% 8.50%
40歳代 0.29% 3.30% 1.00% 1.00% 0.00% 3.30% 2.23% 0.73% 1.57% 0.21% 13.63%
50歳代 0.10% 3.83% 1.52% 1.39% 0.13% 4.14% 2.54% 0.73% 2.07% 0.24% 16.70%
60歳代 0.00% 2.99% 3.54% 4.09% 0.08% 6.58% 3.88% 1.31% 4.64% 0.13% 27.24%
70歳代 0.05% 1.00% 2.62% 4.80% 0.18% 5.79% 2.81% 1.13% 4.01% 0.21% 22.60%
80歳代以上 0.03% 0.08% 0.68% 1.86% 0.16% 1.78% 0.63% 0.18% 1.15% 0.10% 6.66%
未回答 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.13%
計（％） 0.8% 14.2% 10.0% 14.2% 0.6% 25.0% 14.5% 4.9% 14.8% 1.1% 100.0%

歩きで
移動

自転車
移動

バイク
移動

自家用車
移動

家族送迎 知人送迎
伊良湖本
線利用

伊良湖支
線利用

ぐるりん
バス移動

渥美線
利用

タクシー
利用

フェリー
利用

会社送迎
バス利用

その他 計

10歳代 0.05% 0.22% 0.00% 0.00% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%
20歳代 1.08% 0.49% 0.16% 2.44% 0.54% 0.22% 0.05% 0.05% 0.33% 0.43% 0.11% 0.00% 0.11% 0.00% 6.01%
30歳代 1.19% 0.54% 0.00% 5.53% 0.87% 0.00% 0.11% 0.00% 0.11% 0.11% 0.00% 0.05% 0.05% 0.00% 8.56%
40歳代 1.52% 1.19% 0.16% 8.29% 0.65% 0.00% 0.05% 0.00% 0.33% 0.27% 0.00% 0.05% 0.05% 0.00% 12.57%
50歳代 1.73% 1.19% 0.27% 10.35% 0.38% 0.00% 0.05% 0.11% 0.16% 0.49% 0.11% 0.05% 0.00% 0.05% 14.95%
60歳代 3.30% 1.63% 0.22% 15.22% 1.08% 0.00% 0.16% 0.22% 0.16% 0.87% 0.27% 0.11% 0.05% 0.16% 23.46%
70歳代 4.23% 1.46% 0.27% 12.89% 2.06% 0.16% 0.43% 0.11% 0.49% 1.79% 0.27% 0.05% 0.05% 0.16% 24.43%
80歳代以上 1.63% 0.54% 0.16% 3.58% 1.14% 0.11% 0.27% 0.27% 0.27% 0.54% 0.54% 0.00% 0.00% 0.27% 9.32%
未回答 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%
計（％） 14.7% 7.4% 1.2% 58.3% 6.9% 0.5% 1.1% 0.8% 1.8% 4.6% 1.4% 0.3% 0.3% 0.7% 100.0%

表 移動時の代表交通手段 

出典 H23 中部都市圏パーソントリップ
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② マイカー利用の状況

ア マイカー利用実態 

■市内の自動車保有台数は、平成１４年は約５万７千台であったものが、平成２２年まで年々増加

し、約６万４千台となりました。その後は減少傾向となっていますが、１世帯当たりの保有自動

車数は２.８５台と東三河５市では一番多くなっています。 

出典 令和３年度愛知県統計年鑑、令和２年国勢調査

■車を保有する世帯では、２台以上が８３％、内４台以上保有世帯が３０％あり、車を保有しない世

帯は４％となっています。 

※R4公共交通に関する市民アンケート

■免許を保有者していると回答した人は、９４％となっており、ほとんどの人が免許を持っています。 

※R4公共交通に関する市民アンケート

■何歳まで運転するかとの質問には８０歳と回答した人が一番多く、全体の３６％となっています。

この他、運転ができなくなったときの交通手段は、約２割が家族送迎に期待しています。 

※R4公共交通に関する市民アンケート 

区分 田原市 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 

自動車保有台数（台） 61,678 296,551 144,008 58,941 42,275 

世帯数（世帯） 21,640 151,377 72,220 30,970 16,633 

1 世帯当たり保有自動車数（台） 2.85 1.96 1.99 1.90 2.54 

                            図 自動車保有台数                      （台） 

表 １世帯当たり保有自動車台数 
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■今現在は公共交通を利用しないが、将来車の運転が出来なくなった際の主な移動方法とし

ては公共交通を考えている方が４１％と多い状況となっています。 

※R4公共交通に関する市民アンケート 

■免許返納数は市が高齢者運転免許証自主返納支援事業を開始した平成２９年度から年２００件程

度で推移しています。高齢者の免許返納等は一定数いますが、公共交通への転換が進んでいない状

況です。 

出典 愛知県資料

イ 交通事故発生状況等                            

■市内の人身事故は、年１４８件（令和４年）発生しており、そのうち高齢者が関与する事故が約２

割を占めています。 

出典 愛知県資料

図 免許返納者数の推移 

図 人身事故件数の推移 
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(2) 公共交通の現状・課題                        

① 公共交通ネットワークの現状・課題  

ア 公共交通ネットワークの現状  

■渥美線（鉄道）、伊良湖本線・支線（路線バス）、田原市ぐるりんバス（コミュニティバス）、タク

シー、福祉有償運送、市・企業・団体の送迎バス、伊勢湾フェリー等海上交通により公共交通網

が形成されています。 

■渥美線（鉄道）は、田原地域内に、やぐま台・豊島・神戸・終点の三河田原の４駅ありますが、

半島中心から西部（赤羽根地域と渥美地域）にかけては運行されていません。 

■市全体の都市拠点（田原市街地）、市街地拠点（赤羽根市街地）、準都市拠点（福江市街地）、小学

校区の中心となるコミュニティ拠点（集落の拠点）のほとんどが、国道２５９号、国道４２号沿い

に形成される都市構造にあり、現状の路線バスはこれらを結ぶルートに設定されています。 

また、主要公共施設、病院・診療所、主要商業施設は、サンテパルクたはら・赤羽根文化広場等を

除くほとんどが国道等幹線道路沿線に立地していることから、バス路線による公共交通ネットワ

ークが形成されています。 

■豊橋駅とは、豊橋市の田原街道沿いの市街地を経由する渥美線と、豊橋市の藤沢地区を経由する伊

良湖本線バスで結ばれ、そこから JR 東海道新幹線・東海道本線・飯田線、名鉄本線等の広域的な

交通ネットワークと結節しています。 

（R4.10.1 現在） 
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■伊良湖本線・支線は、田原・赤羽根・福江３市街地と、広域の交通結節点である豊橋市街地や伊良

湖・鳥羽等を結ぶネットワークを形成し、田原市ぐるりんバスは、路線バスの運行していない区域

を運行ルートとし、田原地域の集落と田原市街地を、赤羽根地域では高松地区と田原市街地を、渥

美地域では中山地区と福江市街地とを結び、主に高齢者の買物や通院等に利用されています。 

■観光客のほとんどがマイカーで移動するようになったことで、観光ルートの公共交通の利用が減

少して路線が存続不可能となり、そのことによって、さらに利便性が低下して利用が減少すると

いう形の悪循環に陥っています。 

■市内公共交通利用者は、年間約１２６．４万人（令和４年度）となっており、平成２０年と比較

すると、すべてのモードで減少しています。渥美線は、新型コロナウイルス感染症以前の令和元

年までほぼ横ばいの状態でしたが、令和２年度に大きく減少し、その後回復傾向にあります。路

線バスにおいても新型コロナ以前は緩やかに減少していましたが、コロナ禍以降急速に減少し、

回復傾向が見られない状況です。コミュニティバスについては令和元年度の再編以降、令和４年

度は最大の利用者となっています。フェリー・高速船、タクシーは平成２０年度以降減少傾向に

あり、コロナ禍で大きく減少した後、若干の回復傾向にあります。 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

2,135,338 1,831,247 1,802,244 1,794,159 1,844,426 2,066,695 1,884,694 1,736,847

709,047 690,838 670,444 689,755 700,749 739,893 739,253 735,393

393,984 360,036 333,091 330,253 355,720 357,027 346,040 336,047

600,107 472,587 492,155 454,196 467,872 619,395 470,239 402,431

215,872 153,424 162,181 175,739 173,057 189,700 181,081 134,805

216,328 154,362 144,373 144,216 147,028 160,680 148,081 128,171

・フェリー（遷宮） ・名鉄海上フェリー廃止（H26.9）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,645,585 1,659,893 1,626,803 1,602,954 1,074,605 1,157,580 1,264,166

727,417 738,927 730,861 732,365 514,457 557,108 615,367

330,264 328,423 292,353 316,186 286,341 259,370 202,000

380,773 394,864 405,519 362,871 139,101 194,624 278,160

100,087 95,855 95,043 95,930 78,297 89,003 99,258

107,044 101,824 103,027 95,602 56,409 57,475 69,381

新型コロナウイルス感染症流行

公共交通利用者（合計）【人】

渥美線（市内４駅の乗者数）

路線バス（伊良湖本線・支線）

フェリー・高速船（総旅客数）

コミュニティバス（ぐるりんバス）

タクシー

公共交通利用者（合計）【人】

渥美線（市内４駅の乗者数）

路線バス（伊良湖本線・支線）

フェリー・高速船（総旅客数）

コミュニティバス（ぐるりんバス）

タクシー

表 田原市内公共交通利用者数実績の推移 

  バス路線網と主要公共施設配置図   

※平成 25年 3月策定調査事業報告書（21頁）参照 

立地適正化計画で作

成予定後日反映
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  バス路線網と主な病院・診療所配置図   

  バス路線網と主な商業施設配置図   

※平成 25年 3月策定調査事業報告書（19頁）参照 

※平成 25年 3月策定調査事業報告書（13～17頁）参照 

  バス路線網と主な観光施設配置図   

※平成 25年 3月策定調査事業報告書（20頁）参照 

バス路線網と教育施

設配置図も後日追加
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  公共交通カバー率 

■公共交通の人口カバー率として、鉄道駅から半径１ｋｍ圏、バス停から半径５００ｍ圏に居住し

ている人口を算定した表と図を示します。 

■平成２７年の公共交通の人口カバー率をみると、バス停５００ｍ圏のカバー率は８９％で、バス

片道１５本／日以上のバス停５００ｍ圏の場合は現状３３％となっています。鉄道駅１ｋｍ圏の

人口カバー率は、田原地域だけで運行していることもあり２２％となっています。 

■国立社会保障・人口問題研究所ベースの将来人口推計を基に平成４７年の公共交通の人口カバー

率をみると、バス停５００ｍ圏のカバー率は８９％で平成２７年と同じ数値となっており、バス

片道１５本／日以上のバス停５００ｍ圏は３２％で微減、鉄道駅１ｋｍ圏の人口カバー率は２

４％で微増すると推計されています。一方で、分母となる５００ｍ圏居住人口は、いずれも平成

２７年と比較して平成４７年は大きく減少しています。 

表 市内公共交通カバー率（平成 27年 10 月 1日国勢調査人口、平成 29年 4月 1日路線） 
■バス圏

500m圏 圏域外 合計 カバー率 500m圏 圏域外 合計 カバー率
田原市街地 11,760 544 12,304 96% 9,420 1,544 10,964 86%
臨海市街地 2,272 1,419 3,691 62% 4,327 771 5,098 85%
赤羽根市街地 1,832 0 1,832 100% 1,546 0 1,546 100%
福江市街地 3,805 98 3,903 98% 2,926 76 3,002 97%
市街化調整区域 35,803 4,831 40,634 88% 29,566 3,515 33,081 89%

総計 55,472 6,892 62,364 89% 47,785 5,905 53,690 89%

天白地区 149 0 149 100% 143 0 143 100%
梅硲地区 162 23 185 88% 182 26 208 88%
上記以外の市街化調整区域 35,492 4,808 40,300 88% 29,241 3,489 32,729 89%

■バス（15本以上）圏

500m圏 圏域外 合計 カバー率 500m圏 圏域外 合計 カバー率
田原市街地 7,829 4,475 12,304 64% 6,339 4,625 10,964 58%
臨海市街地 0 3,691 3,691 0% 0 5,098 5,098 0%
赤羽根市街地 0 1,832 1,832 0% 0 1,546 1,546 0%
福江市街地 3,805 98 3,903 98% 2,926 76 3,002 97%
市街化調整区域 8,717 31,917 40,634 21% 7,888 25,193 33,081 24%

総計 20,350 42,013 62,364 33% 17,153 36,537 53,690 32%

天白地区 40 109 149 27% 32 111 143 23%
梅硲地区 0 185 185 0% 0 208 208 0%
上記以外の市街化調整区域 8,677 31,623 40,300 22% 7,855 24,874 32,729 24%

■鉄道駅(15本以上）圏

1km圏 圏域外 合計 カバー率 1km圏 圏域外 合計 カバー率
田原市街地 9,842 2,462 12,304 80% 9,138 1,826 10,964 83%
臨海市街地 0 3,691 3,691 0% 0 5,098 5,098 0%
赤羽根市街地 0 1,832 1,832 0% 0 1,546 1,546 0%
福江市街地 0 3,903 3,903 0% 0 3,002 3,002 0%
市街化調整区域 4,142 36,492 40,634 10% 4,012 29,068 33,081 12%

総計 13,984 48,380 62,364 22% 13,150 40,540 53,690 24%

天白地区 149 0 149 100% 143 0 143 100%
梅硲地区 185 0 185 100% 208 0 208 100%
上記以外の市街化調整区域 3,808 36,492 40,300 9% 3,661 29,068 32,729 11%

■バス500m・鉄道駅1km圏

バス500m
鉄道1km圏

圏域外 合計 カバー率
バス500m
鉄道1km圏

圏域外 合計 カバー率

田原市街地 12,304 0 12,304 100% 10,964 0 10,964 100%
臨海市街地 2,272 1,419 3,691 62% 4,327 771 5,098 85%
赤羽根市街地 1,832 0 1,832 100% 1,546 0 1,546 100%
福江市街地 3,805 98 3,903 98% 2,926 76 3,002 97%
市街化調整区域 35,850 4,784 40,634 88% 29,615 3,466 33,081 90%

総計 56,063 6,301 62,364 90% 49,378 4,312 53,690 92%

天白地区 149 0 149 100% 143 0 143 100%
梅硲地区 185 0 185 100% 208 0 208 100%
上記以外の市街化調整区域 35,516 4,784 40,300 88% 29,264 3,466 32,729 89%

地区
平成27年 平成47年_社人研ベース

地区
平成27年 平成47年_社人研ベース

地区
平成27年 平成47年_社人研ベース

地区
平成27年 平成47年_社人研ベース

立地適正化計画の改

定内容を後日反映
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■バス停圏域から外れている日出・山田・長沢・向新等の公共交通空白地域も、マイカーや送迎な

どで移動が確保され、現時点では地域として公共交通を確保しようとする状況に至っていませ

ん。※H24 地区別グループヒアリング

鉄道駅とバス停の圏域（鉄道半径1ｋｍ、バス停半径 500ｍ以内H29.4.1 現在路線） 出典 田原市立地適正化計画  
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イ 東三河における公共交通ネットワークの現状

■豊橋市、豊川市、新城市、田原市は、ともに中心となる鉄道駅を拠点として、路線バス・コミュニ

ティバス等が整備され、広域的な交通網を形成しています。 

■特にバス路線は、東三河地域で広域ネットワークを形成していることから、地域全体への影響を踏

まえた統一的な取り扱いや地域性に応じた取り扱いも検討する必要があり、今後、関係市町村の相

互連携・協力による公共交通確保の取組が重要となります。 

 また、伊良湖本線の３系統と伊良湖支線は地域間幹線系統の補助路線となっており、豊橋駅や三河

田原駅等から交通結節点を経由して伊良湖までを結び、市民の重要な移動手段となっています。 

■東三河を結ぶ鉄道

〇豊橋鉄道渥美線  

新豊橋～三河田原＝１８.０km（単線） 全１６駅 

・東三河の玄関口である豊橋駅と田原市街地を結び、日６９．５往復運行しています。 

〇その他の鉄道  

・ＪＲ東海道本線（豊橋市と～蒲郡市） 

・名鉄名古屋本線（豊橋市～豊川市） 

・ＪＲ飯田線（豊橋市～新城市） 

■田原市内の幹線バス（運行事業者：豊鉄バス株式会社）

〇伊良湖本線  

豊橋駅前～田原駅前～保美系統＝４０.８km （地域間幹線系統の補助路線） 

・東三河の玄関口である豊橋駅前と田原市、旧渥美町地区を結び、平日・休日８往復運行し、主

に旧渥美町地区の高校生の通学、高齢者の通院、買物及び伊良湖岬への観光客に利用されて

います。 

・現在、国・県（地域間幹線系統）及び田原市の補助金を受けて運行しています。 

渥美病院～江比間～保美～伊良湖岬系統＝３３.２km 

渥美病院～保美～中里～伊良湖岬系統＝２９．８km （地域間幹線系統の補助路線） 

 ・田原市中心市街地と旧渥美町地区とを結び、平日・休日１０.５往復運行し、田原市街地から

の渥美農業高校・福江高校への通学や、伊良湖地区への通勤、観光客に利用されています。 

・現在、国・県（地域間幹線系統）及び田原市の補助金を受けて運行しています。 

渥美病院～江比間～保美系統＝２０.５km  

田原駅前～江比間～保美系統＝１９.３km （地域間幹線系統の補助路線） 

・〔豊橋駅前～保美〕系統と〔渥美病院～伊良湖岬〕系統を補完する形で、田原市街地と旧渥美

町地区とを結び、主に旧渥美町地区の高校生の通学、高齢者の通院、買物に利用されています。 

・現在、国（地域間幹線系統）及び田原市の補助金を受けて運行しています。 

保美～伊良湖系統＝１２.７km 

・〔保美～伊良湖岬〕系統を補完する形で、旧渥美町地区と伊良湖岬を結び、平日・休日２往復

（保美発着２往復、伊良湖岬発着２往復）運行し、主に伊良湖地区の高校生の通学、高齢者の

通院、買物に利用されています。
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〇伊良湖支線  

渥美病院～堀切～保美＝２９.０km （地域間幹線系統の補助路線） 

・田原市街地と旧赤羽根町、旧渥美町地区を結び、平日８.５往復、休日７．５往復で運行し、

主に赤羽根地区、堀切地区の高校生の通学、高齢者の通院及び買物に利用されています。 

・運行時刻が、高校生の通学時間に合わせた運行形態であり、昼間帯は３～４時間の間隔が課題

となっています。 

・昼間帯の乗車密度（１便あたりの乗車人数）は５人を大きく下回っています。 

・現在、国・県（地域間幹線系統）及び田原市の補助金を受けて運行しています。 

■東三河の主な幹線バス（運行事業者：豊鉄バス株式会社）

〇新豊線  

豊橋駅前～豊川市民病院～新城富永＝３３.３km 

豊橋駅前～豊川市民病院～イオンモール豊川～新城富永＝３４.５km 

・東三河の玄関口である豊橋駅前と豊川市、新城市を結び、平日１１往復、休日６.５往復運行

し、豊橋市、豊川市、新城市域相互間の通勤や通院、買物や新城市内の小学生の通学に利用さ

れています。 

・平成２３年１１月１日から豊川市内でのゾーン制運賃を実施し、平成２５年５月には豊川市民

病院移転に伴う路線見直しを実施しました。 

・令和５年４月にイオンモール豊川の開業に合わせダイヤ改正を行いました。 

〇豊川線  

豊橋駅前～豊川体育館前＝８.６km

豊橋駅前～豊川市民病院～イオンモール豊川～豊川駅前＝１７.３km 

豊橋駅前～豊川市民病院～イオンモール豊川＝１１.８km 

・東三河の玄関口である豊橋駅前と豊川市街地とを結び、平日２６往復、休日３２．５往復し、

新豊線を補完し一体運行しています。豊橋市と豊川市相互の通勤や通院、買物利用者が多くな

っています。  

・新豊線と同様に平成２３年１１月１日から豊川市内でのゾーン制運賃を実施しており、平成２

５年５月には豊川市民病院移転に伴いダイヤ改正を行いました。 

・令和５年４月にイオンモール豊川の開業に合わせダイヤ改正を行いました。 

〇作手線  

新城富永～東新町～作手高里＝２２.２km 新城富永～新城警察署～作手高里＝２２.６km 

新城富永～新城有教館高校～作手高里＝２２.６km 

・新城中心市街地と旧作手村とを結び、平日７往復（東新町経由２．５往復・新城警察署経由２

往復・有教館高校２．５往復）、休日４.５往復運行し、主に作手地区の高校生の通学、高齢者

の通院及び買物や、新城市街地からの作手分校（高校）への通学に利用されています。 

・新城市からの強い要請を受け、平成２２年１０月１日から運行本数の見直し（増便）やゾーン

制運賃を実施し、利便性の向上を図りました。 

・令和２年４月、沿線の高校が統合されたため、系統を追加しました。

〇新城病院上平井田口線  

新城市民病院前～新城警察署～田口＝３５.９km  

新城市民病院～新城有教館高校～田口＝３４.８km 

 ・新城中心市街地と旧鳳来町地区、設楽町の中心市街地とを結ぶ路線で、平日９往復、休日６往

復運行し、主に設楽町の高校生の通学、高齢者の通院及び買物や新城市街地からの田口高校や
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鳳来地区の小中学校の通学に利用されています。 

・沿線にあった鳳来寺高校の廃校や少子高齢化の影響などにより、利用者減が続いています。 

・令和２年４月、沿線の高校が統合されたため、系統を追加しました。 

■東三河のコミュニティバス等の状況 

令和５年 4月 田原市作成 

豊橋市
路線名 料金 運行日

やまびこ号（東部地区）

大人200円・小学生100円
①ヤマナカ二川店～二川駅間
②二川駅～視聴覚教育センター間
③その他１区間（実証実験中）
上記①～③は１区間大人100円・小学生50円

柿の里バス（北部地区） 大人200円～500円（小学生半額、小学生未満無料）

しおかぜバス（前芝地区） 大人200円～400円（小学生半額、小学生未満は無料）

スマイル号（川北地区） 大人200円～300円（小学生半額、小学生未満は無料）

豊川市
基幹路線 料金 運行日

ゆうあいの里八幡線

千両三上線

小坂井線

一宮線

音羽線

御津線

地域路線 料金 運行日

音羽地区地域路線《つつじバス》 毎日（正月は運休）

御津地区地域路線《ハートフル号》 1便（月～金運行）正月、夏休み中（8月）は運休

一宮地区地域路線《本宮線のんほい号》 火から土曜運行（正月は運休）

御油地区地域路線《ごゆりんバス》 毎日運行

蒲郡市
路線名 料金 運行日

形原地区あじさいくるりんバス 週4運行（火木金土）

東部地区とがみくるりんバス 週3運行（火木土）

西部地区みかんの丘くるりんバス 週4運行（火木金土）

三谷地区おおしまくるりんバス 週3運行（火木土）

大塚地区ひめはるくるりんバス 週3運行（火木土）

新城市
路線名 料金 運行日

Sバス作手線 ゾーン制大人200円、地区をまたぐと400円・小学生以下半額 毎日（便によって異なる）

Sバス湯谷温泉もっくる新城線 ゾーン制大人200円、地区をまたぐと400円・小学生以下半額 月～土（日祝正月は運休）

Sバス上記路線以外 大人200円・小学生以下100円 月～土（日祝正月は運休）または平日のみ運行

平日（土日祝、盆正月は運休）

初乗り運賃200円（ゾーン制）小学生は半額 毎日（正月は運休）

初乗り運賃200円、小学生は半額

大人100円・小学生50円
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ウ 公共交通ネットワークの課題 

≪公共交通網・サービス水準等≫  

■幹線機能として、渥美線と伊良湖本線は一定のサービス水準（運行本数等）が確保されており、伊良湖支線

については昼間帯に１便増便しましたが、夜間帯の便数は多くありません。 

■各公共交通事業では、距離・経費に応じた運賃設定をしていますが、半島で東西に長い地形であるた

め、高校に通う際の定期代金が高くなり、自家用車による送迎が多く見られます。令和元年度から豊鉄バス

の高校生通学定期助成（３割）を実施しましたが、人口減少等により、利用者の減少傾向は解消されていま

せん。 

■利用者の利便性向上のため、令和３年にバスロケーションシステムを路線バスに導入しましたが、交通系Ｉ

Ｃカードの活用等更なる施策が必要です。 

■乗り継ぎについては、電車・バス・フェリー等で維持・改善していく必要があります。 

■今後も予想される外国人住民数の増加に対応した公共交通それぞれの運行情報・活用情報のやさしい日本語

や多言語での表記が必要です。 

■観光利用の面では、令和３年度からタクシー事業者が観光タクシーを実施していますが、利用実績がほとん

どないため、情報の発信方法や、利用者のニーズに応じて様々な観光情報を提供できる運転手の育成や受入

環境の整備等が課題となっています。 

■伊良湖岬周辺に観光資源が分散し、それを結ぶ公共交通が無いことや伊良湖港からの２次交通の手段が乏し

いことが課題となっています。 

■渥美地域のタクシーの配車は現在１台となっており、時間帯によっては利用が難しい場合があります。ま

た、田原駅も夜間等の時間帯によっては利用が難しい場合があります。この他、赤羽根地域にはタクシーの

配車が無く不便な状況となっています。 

■渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・ぐるりんバス各線・タクシー・海上交通等の利用を高めた上で、役割分

担・連携しながら、総合的に公共交通利用を促進する必要があります。そのことによって、著しいマイカー

社会である本市においても、車と公共交通を上手く使いわけた暮らし方を実現し、将来的に渡って暮らしや

すいまちづくりを目指す必要があります。また、公共交通等で移動する目的となる“まちの賑わいづくり”

や高齢者等が“お出かけする”ことによって健康維持を図るなど、地域づくりの各施策と連動した移動手段

の確保に取り組む必要があります。 
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≪費用負担≫ 

■ぐるりんバスは、運行経費の約９割が税金等から実施され、利用者の負担は１割程度となっています。 

■乗車人数の減少等や物価高騰、燃油高騰等の影響により、各交通モードにおける運行経費は大きく増加し

ています。 

■平成３０年度と令和元年度に実施した路線再編でぐるりんバスの運行経費は大きく減少しましたが、近年

後物価高騰等の影響により、公共交通に係る市の公的経費は再度上昇傾向に転じています。 

■それぞれの公共交通における運行収支を確保し、その持続性を高めるだけでなく、市の施策推進と連動す

る形でトータルコストを考える必要があります。市街地にサービス機能を集中配置することで、都市基盤

整備の合理化・集約化による費用抑制を実現すると同時に、集落から市街地への移動確保の必要な費用を

勘案し、総合的に投資経費の効率化を図ることや小・中学校の再編など、学校を統合することで教育効果

の向上と施設整備・運営経費を縮減すると同時に遠距離通学用バスを運行するなど、施設整備・運営等の

元々の施策経費と移動確保に必要な経費を合わせた形で行政費用を考えなければなりません。 

■市が負担する移動確保の経費は、単にぐるりんバスの運行経費や路線バスへの補助金だけでなく、様々な

施策を展開する上での移動経費と施策を実現するための直接経費を勘案し、どのような形で行政サービス

を提供すれば費用対効果が向上するかを考慮しながら、公共交通の確保に対する適正なサービス水準を維

持した上で合理化等により、公的負担の低減を図る必要があります。 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
166,560 181,353 188,409 180,410 177,263 185,777 255,087

公共交通会議事業費 854 4,191 5,461 4,045 830 1,276 4,483
路線バス運行補助金 19,715 28,306 35,000 21,983 19,621 23,562 30,320
ぐるりんバス運行経費 102,019 104,414 103,314 109,194 111,520 112,556 133,557
スクールバス運行経費 3,294 2,920 1,881 2,341 2,570 4,015 41,980
高等学校等バス通学費助成 0 0 0 0 0 0 0
あつみライフランド巡回バス運行経費 4,149 4,014 4,233 3,819 3,737 3,463 3,059
福祉タクシー・バス料金、福祉有償料金助成 31,805 32,926 34,228 34,599 34,164 36,321 36,808
市所有バス運行経費 4,724 4,582 4,292 4,429 4,821 4,584 4,880

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
280,032 275,983 260,933 312,148 334,553 358,071 377,256

公共交通会議事業費 3,534 1,725 3,298 4,023 3,885 3,004 3,064
路線バス運行補助金 37,000 35,075 50,000 50,000 57,000 62,030 82,054
ぐるりんバス運行経費 130,542 127,766 120,511 106,176 106,544 106,216 109,854
スクールバス運行経費 62,633 64,647 44,301 100,130 106,544 130,470 126,950
高等学校等バス通学費助成 0 0 0 8,042 14,092 12,744 13,158
あつみライフランド巡回バス運行経費 3,350 3,001 2,396 2,163 2,636 2,536 2,999
福祉タクシー・バス料金、福祉有償料金助成 36,462 37,663 40,427 41,614 40,665 37,438 34,884
市所有バス運行経費 6,511 6,106 不明 不明 3,187 3,633 4,293

田原市の公的経費（合計）

田原市の公的経費（合計）

公共交通に係る田原市の公的経費（合計・内訳）     (千円)
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② 各公共交通の現状・課題 

ア 鉄  道  ■事業主体：豊橋鉄道株式会社

■三河田原－新豊橋 １８.０km（単線） 全１６駅（田原市内４駅）豊橋・田原間３５分 

※早朝・深夜を除き１５分間隔（１時間４本）で運行 

■駅駐輪場（利用促進設備）  合計６８８台 

〔市 設 置〕神戸駅１００台 

三河田原駅４２８台（駅北側２３９台・駅南公共駐車場１６２台） 

〔民間設置〕やぐま台駅６０台・豊島駅１００台 

■駅駐車場（利用促進設備） 

〔市 設 置〕三河田原駅 自動車３８０台、自動二輪・原付２０台（田原駅南公共駐車場） 

〔民間設置〕やぐま台駅 

■運行状況等

・豊橋中心市街地と田原中心市街地を結ぶ路線で、サービス水準も１時間に４便の運行本数が確保されてい

ます。 

■事業者ヒアリング等 

・渥美線全体の乗車人数は、令和４年度現在、新型コロナウイルス感染症等の影響によるテレワークへの移

行や、沿線学生数の減少により、コロナ禍以前（令和元年度）の８割程の水準となっています。 

・コロナ禍以降、通勤通学定期は９割の回復、定期外が８割弱の回復状況となっています。観光利用や、夜

間等の飲食目的の利用者が戻らない印象です。 

・生活路線ですが、市外からの観光等の利用者を取り込む仕掛けを考えていく必要があります。また、東三

河の行政機関と連携しながらＤＸによる利便性向上を推進していく必要があります。 

系統名 本数 上り下り 始発 終発 備考
上り 5:15 23:00
下り 5:57 23:25 高師行き終発23:50

三河田原・新豊橋
日69.5往復（全曜日）
上り70本、下り69本
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                              表 渥美線乗車人数（合計・内訳）                      （人）
（ （

■公共交通に関する市民アンケート（R4） 

・渥美線をよく利用している割合は６．５％となっており、利用したことがある割合は７１．７％となって

います。 

・車の方が便利という理由から、現時点ではモビリティ・マネジメントへの関心は低くなっています。 

  出典 R4公共交通に関する市民アンケート     

■現状・課題の整理 

・都市間を結ぶ広域的な幹線交通の機能を有しており、今後も維持・改善する必要があります。 

・鉄道利用を促進するために、エコモビリティへの関心を高める必要があります。 

・乗車人数は、自動車関連企業の動向に影響されます。 

・鉄道設備の老朽化が著しく、震災対策を含めた橋梁等の設備更新を実施しています。 

・中期的にはICシステムの更新、長期的には車両の更新が考えられます。 

・三河田原駅は市外来訪者の二次交通の拠点にもなっていますが、臨海部企業やホテルの送迎バスは豊橋駅

まで行く便が多く、三河田原駅に立ち寄る便数は少なくなっています。 

・東三河の行政機関と連携しながらＤＸによる利便性向上を推進していく必要があります。 

・「バスと電車の乗継促進のため、乗継割引切符の利用促進策（ＰＲ方策）」「車からの乗継利用者を増加させ

るためのパーク＆ライドの促進策」「企業やホテル等の送迎バスとの乗継機能の強化」の検討が必要とな

っています。 

平成20年度 平成25年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
7,823,143 7,559,580 7,748,919 7,678,214 4,927,152 5,864,664 6,511,248

三河田原駅 527,649 538,318 541,597 539,053 371,763 403,167 455,204
神戸駅 24,960 40,752 35,331 34,226 32,259 38,143 41,853
豊島駅 81,114 86,947 80,424 82,438 53,257 56,378 54,685
やぐま台駅 75,324 73,876 73,509 76,648 57,178 59,420 63,625
計（4駅） 709,047 739,893 730,861 732,365 514,457 557,108 615,367

渥美線全体

                                 表 渥美線の利用頻度                            （％）

よく利用している 利用したことがある 利用したことがない 総計
10歳代 0.17% 0.25% 0.00% 0.42%
20歳代 0.75% 3.01% 0.50% 4.26%
30歳代 0.33% 7.78% 0.92% 9.03%
40歳代 0.50% 10.87% 2.09% 13.46%
50歳代 1.25% 14.13% 2.42% 17.81%
60歳代 1.25% 17.64% 5.94% 24.83%
70歳代 1.84% 13.63% 7.27% 22.74%
80歳代以上 0.33% 4.35% 2.59% 7.27%
未回答 0.08% 0.08% 0.00% 0.17%
総計 6.5% 71.7% 21.7% 100.0%
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イ 路 線 バ ス  ■事業主体：豊鉄バス株式会社

■事業者ヒアリング 

・伊良湖本線支線の乗車人数は、沿線人口の減少や少子化の

影響で減少傾向にあります。また、新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和２年以降は減少が顕著になってい

ます。 

・伊良湖本線・支線ともに乗客に占める高校生の割合が約７

割と高く、高校生の利用で維持されているのが実態となっ

ています。 

・運転手不足が懸念されています。 

・伊良湖本線・支線には、６５歳以上の高齢者への割引運賃

制度「元気パス」があり、市民にＰＲした結果、高齢者の利用が増える傾向がみられています。 

図 伊良湖本線・支線の乗車人数の推移  

伊良湖本線 

伊良湖支線 

合計 

図 伊良湖本線・支線の補助金の推移

新型コロナウイルス影響下
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■公共交通に関する市民アンケート（R4） 

・全体として「よく利用している」は１.０％に留まり、ときどき乗るを含めても２３％程度となっています。 

・バスに乗らない理由としては、「バスに乗る習慣が無い」が３２％で最も多く、バス乗車体験の乏しさが乗

車数減少の要因の一つになっています。また、運賃に関しても高いと感じている人が多くなっています。 

■外国人住民アンケート（R4） 

・近年増加傾向にある外国人住民からは、バスの運行時間や利用方法を含め、外国人がストレスなく出かけ

られる方法を検討して欲しいとの意見があります。特に伊良湖方面の方からの要望が多くみられました。

■伊良湖本線・支線共通の現状・課題の整理 

・「幹線路線としてのサービス水準の維持・改善」「高齢者利用促進のための元気パスの活用」「バス停環境の

改善」「運行間隔の見直し」「ぐるりんバスとの接続性の向上」の検討が必要となっています。 

・バスロケーションシステムを導入し、利用者の利便性を向上しています。 

・近年増加傾向にあるサイクリストの移動手段のひとつとして、自転車の乗り入れ環境の整備を検討する必

要があります。 

・交通系ＩＣカード導入を行い、利用者の利便性向上を図る必要があります。 

・運行経費については、国・県・市から補助金が支払われていますが、新型コロナウイルス感染症の影響等に

より利用者が減少し、運賃収入が減少しています。また運行経費に関しても燃油高騰や物価高騰等により

増加しており、本市の補助金額も増加傾向にあります。 

・このまま利用者数の減少が続き、国・県の補助要件（輸送量１５人以上）を満たさなくなると補助対象路線

から外れる可能性があり、現在のサービス水準を維持できなくなる可能性があります。

・安全運転を図る上で必要な運転手の数が不足しています。
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ａ 伊良湖本線 ■事業主体：豊鉄バス株式会社

平日３０往復（学校登校日）上り３１本、下り２９本、土・休日２７．５往復 上り２８本、下り２７本 

■運行状況等

・伊良湖本線は田原市街地と福江市街地を結び、平日片道２９便／日の運行本数が確保されており、市

街地間の幹線路線としての機能を有しています。 

・伊良湖本線の伊良湖岬～保美間は、平日片道１２．５便／日と運行本数が少なく、乗車人数も保美～

田原駅前よりも少なくなっています。 

・豊橋駅前へ向う伊良湖本線は、渥美線とは異なるルートで結び、田原市街地と豊橋間は平日片道８便

／日運行されています。広域的幹線としては運行本数が少ないものの、主に豊橋市藤沢地区方面への

移動手段となっています。 

■乗客ヒアリング・乗降量調査（R4.6）

・乗車区間は、「保美」「渥美ショップ前」「福江」から「田原市役所」「田原萱町」「田原駅前」「渥美病

院」間が多く、「田原駅前」では、上りは乗車よりも降車が大幅に多く、下りは降車より乗車が大幅に

多くなっています。 

・高校通学利用の割合が非常に高く、また、鉄道に乗り継ぐ人も多く見られます。

系統名 本数 上り下り 始発 終発 備考
上り 7:44 14:36
下り 9:35 16:32
上り 15:36 18:36
下り 8:10 19:55
上り 6:43 18:50
下り 6:43 17:55
上り 5:50 20:05

下り 7:45 21:25
7:45発、8:25発は
学校登校日のみ

上り 11:05 12:05
下り 12:15 13:15

馬草口・田原中学校 日0.5往復 上り1本 上り 7:25
田原駅前・伊良湖岬 日0.5往復 上り1本 上り 7:23
保美・渥美支所 日0.5往復 上り1本 上り 8:16

豊橋駅前・田原駅前・保美
日8往復（全曜日）
上り8本、下り8本

渥美病院・田原駅前・保美
日4.5往復（全曜日）
上り4本、下り5本

渥美病院・伊良湖岬
日10.5往復（全曜日）
上り11本、下り10本

学校登校日のみ

田原駅前・保美
日3.5往復（全曜日）
上り3本、下り4本

保美・伊良湖
日2往復（全曜日）
上り2本、下り2本
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図 伊良湖本線通過人員（平日１日／上り） 

図 伊良湖本線通過人員（平日１日／下り）

■伊良湖本線の現状・課題の整理 

・伊良湖本線は、幹線路線としての機能を有しており、今後も維持する必要があります。 

・海上交通との交通結節点である伊良湖岬の待合環境等を改善していく必要があります。 

・バスの希望便数は、１時間１本が最も多く、渥美地区は４～６割を占めていますが、福江や清田校区

は３０分１本が４割以上占めています。現状では、ほぼ１時間に２本の運行が確保されていますが、

２０時台・２１時台で１時間に１本と運行間隔が空いています。 

資料 乗降量調査（R4.6）

資料 乗降量調査（R4.6）

田原地域 渥美地域

田原地域 渥美地域
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ｂ 伊良湖支線 ■事業主体：豊鉄バス株式会社

■運行状況等

・伊良湖支線は、田原市街地、赤羽根市街地、福江市街地を結ぶ幹線路線の役割を持っていますが、平

日片道７.５便／日と運行本数が少なくなっています。 

・伊良湖支線の「堀切」～「保美」間は、乗車人数が非常に少ない区間となっています。 

■乗客ヒアリング・乗降量調査（R4.6） 

・乗車区間は、「堀切海岸」「東堀切」「小塩津」から「田原市役所前」「田原萱町」「田原駅前」間で多く、

「保美」から「堀切」間は極めて少なくなっています。 

・高校通学利用の割合が非常に高くなっています。

図 伊良湖支線通過人員（平日１日／上り） 

図 伊良湖支線通過人員（平日１日／下り）

資料 乗降量調査（R4.6）

資料 乗降量調査（R4.6）

系統名 本数 上り下り 始発 終発 備考
上り 6:30 18:51
下り 7:25 19:51
上り 7:05 18:49
下り 8:35 19:51

渥美病院・堀切・保美（平日）
日8.5往復（平日）
上り8本、下り9本

渥美病院・堀切・保美（土・休日）
日7.5往復（平日）
上り7本、下り8本

田原地域 赤羽根地域

田原地域 赤羽根地域
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■伊良湖支線の現状・課題の整理 

・伊良湖支線は、幹線路線としての機能を有しており、今後も維持する必要があります。 

・伊良湖支線は、昼間帯を１便増し一時的に利用者数が増加しましたが、その後利用者は減少しており、

路線維持のため事業者、利用者、行政が連携して利用促進に取り組む必要があります。 

・高校生の利用が主体となっていますが、赤羽根地域の生徒数は、現在から令和１０年までに３３％の

減少が予想され、利用者数がさらに減少する可能性が高くなっています。 

・福江市街地の起終点が保美バス停になっており、福江市街地の目的地である古田等に直接移動出来て

いません。 

・このまま利用者数の減少が続き、国・県の補助要件（輸送量１５人以上）を満たさなくなると補助対

象路線から外れる可能性があり、現在のサービス水準を維持できなくなる可能性があります。

図 伊良湖支線の輸送量の推移 

新型コロナウイルス影響下
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ウ コミュニティバス（ぐるりんバス）  ■事業主体：市（街づくり推進課）

令和元年１０月に再編を実施しました。

・野田線をサンテパルク線（田原駅～サンテパルク直行便）に変更 

・表浜線と高松線を統合（表浜線） 

・中山線に新規バス停１カ所設置（令和４年１０月） 

  ・その他、利用者のニーズを踏まえたダイヤ・バス停位置の変更等 

令和４年１０月現在の路線 

路線名 本数 始発 終発 備考
上り７本 7:05 17:02
下り７本 7:55 19:05
上り７本 7:12 17:30
下り９本 9:10 17:45
右回り５本 7:20 17:40
左回り５本 8:50 18:05

中山線 日７循環 7:20 16:50
市街地線 日１３循環 7:16 18:52

童浦線

表浜線

サンテパルク線 季節運行あり

第3便急行便土日祝のみ
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■運行状況等 

・ぐるりんバス童浦線は、田原市街地と臨海田原地域を結び、日１４便が運行しています。 

・サンテパルク線は白谷地区を通って田原市街地と野田地域を結び、日１６便が運行しています。また、スク

ールバス機能として野田地域の中学生が通学に利用しています。 

・表浜線は田原地域と表浜地域を結び、左右各５便が運行しています。 

・中山線は路線バスとつながり、福江市街地と中山地区を結び、日７便運行しています。 

・市街地線は政策交通として田原市街地を循環運行しています。 

・田原市街地には、中山線を除く全ての路線が乗り入れています。 

・沿線に自動車関連企業の寮がある童浦線の利用者は、景気動向や新型コロナウイルス感染症等の影響による

外出自粛等に左右される傾向があります。 

・買物、通院目的がそれぞれ５割あり、８割以上が田原市街地を目的地としています。 

・高齢者の利用割合は表浜線、中山線が高く、路線バスとは異なり高校生よりも高齢者の利用割合が高い路線

が多くなっています。 

図 ぐるりんバス路線別乗車人数の推移 

新型コロナウイルス影響下
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表 再編後のぐるりんバス各路線の状況（令和４年度実績から）

童浦線 

○1便当たり乗車人数は7.9人となっており、利用者が一番多い路線となっています。 

○20～39歳の若い世代の買物等の利用割合が非常に高くなっています。 

○鉄道に乗り継ぐ人が多くみられます。 

○上りは、西浦で乗車し、田原駅下車が多く、下りは図書館や赤石一丁目からの乗車が多

くなっています。 

サンテパルク線 

○1便当たり乗車人数は4.4人となっています。 

○田原中学校や野田小学校の通学利用として利用されています。 

○サンテパルクで下車する人が約1,000人となっており、田原駅から直通運行を始めてか

ら、増加傾向にあります。 

表浜線 

○1便当たり乗車人数は3.0人となっています。 

○高齢者の利用割合が高く、通院、買物、通勤、公共施設の利用がみられます。 

○市街地では、渥美病院と図書館の乗車が非常に多くなっています。 

中山線 

○1便当たり乗車人数は2.2人となっています。 

○高齢者の利用が、他の路線と比較して多くなっています。 

○障がい者雇用施設の利用者の通勤に利用されています。 

〇高校生等の利用はあまり見られません。 

市街地線 

○1便当たり乗車人数は4.3人となっています。 

○鎌田住宅と滝頭公園の乗車が多くなっています。 

○授産所の通所者の利用があります。 

図 ぐるりんバス乗車人数の推移 

新型コロナウイルス影響下



第 1章 田原市の現状・課題 

38 

■事業者ヒアリング等 

・自動車関連企業の期間労働者等の動向に大きな影響を受けており、沿線に企業の寮がある童浦線の利用者数

は高い水準となっていますが、サンテパルク線を除くその他の路線は減少傾向にあることから、新規の常連

が少ないことが考えられます。 

・サンテパルク線では、小中学校でぐるりんバスを通学利用した生徒のうち、高校進学後も引き続き利用して

くれる生徒が毎年数人おり、公共交通利用の習慣化が重要といえます。 

・休日等を中心に外国人の利用者が増加傾向にあります。 

■現状・課題の整理（令和５年３月現在） 

・令和４年度の利用者数は令和元年度の再編以降最大の数値となっています。主な増加の要因は、サンテパル

ク線における旧野田中学校生徒の通学利用によるものです。 

・路線再編によりサンテパルク線が白谷を通るルートとなったため、田原駅から白谷海浜公園までは１９分程

度（再編前４０分）で結ぶことができています。また、田原駅からサンテパルクたはらまで乗り換え無しで

移動できるようになったため、サンテパルクバス停の利用者は平成２８年度の３２２人（野田線）から令和

４年度の１，０７１人に大きく増加しました。 

・令和元年に実施した路線再編により、運行経費は大きく減少しましたが、その後物価高騰等の影響によ

り、経費は再度上昇傾向に転じています。 

・利用者数は新型コロナウイルスの影響で一時的に減少しましたが、その後回復傾向にあり、令和４年度は

コロナ禍前の令和元年度を上回っています。 

・令和４年度の童浦線の乗車人数約３万８０００人の内、約１万人が西浦バス停を利用しており、その多く

が自動車関連企業の期間労働者等であるため、今後も動向に注視していく必要があります。 

・サンテパルク線においては、小中学校の通学利用者が高校に進学した際、引き続き利用する人が一定数存

在していることから、モビリティ・マネジメント等についての理解を深める取組を、引き続き実施してい

く必要があります。 

・中山線は利用者の利便性に考慮した路線ダイヤを至急再検討する必要があります。 

・高齢者の利用者数については、高齢運転免許自主返納時に７６％の方が１年間の田原市ぐるりんバス無料

乗車券の交付を申請していますが、無料乗車券の利用率は高くなく、その後の有料利用への移行もあまり

みられないことから、高齢者の利用促進を検討する必要があります。 

・幹線である伊良湖本線支線への乗り継ぎ環境を考慮したダイヤとなっていますが、コミュニティバスから

幹線へ乗り継ぐ利用者はあまり多くありません。今後はより利便性の高い乗り継ぎ施策を検討する必要が

あります。 

                    図 ぐるりんバス童浦線乗車人数の推移                       （人） 

                    図 ぐるりんバス童浦線乗車人数の推移                       （人） 
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エ タクシー  ■事業主体：渥美交通株式会社、豊鉄タクシー株式会社

■運行状況等

・目的地までドアー・ツー・ドアーで結び、利用者個々の移動に合わせて運行できる交通手段として、ジャン

ボタクシーを含めて、市内運行会社の２社で２４台（令和元年度３３台）が配置されています。 

■事業者ヒアリング 

・利用者は新型コロナウイルス感染症の影響により、夜間利用等を中心に大きく減少しましたが、現在は回復

傾向にあり、令和５年度は売上についてもコロナ禍前の水準近くになっています。 

・利用者に占める高齢者の割合は減少傾向にあり、ビジネス目的の利用者や夜間利用者は増えています。 

・労働環境等の変化の影響等により、運転手不足が懸念されています。 

・令和５年４月から高齢者向けのタクシー助成券が交通共通助成券に共通化され、利用上限数が無くなったこ 

とから、利用者が増加傾向にあります。 

■公共交通に関する市民アンケート（R4） 

・タクシーを利用は、「お酒を飲んだとき」が５割を占め、飲酒運転を避けるための利用が多くなっています。 

・タクシーを利用しない理由としては、「運賃が高い」が６割を超え、その次に「目的地までの運賃が分からな

い」ことが挙げられ、料金が利用の障害となっています。 

・渥美地域のタクシーが昼間帯に１台のみとなっており、利便性を向上してほしいとの声があります。 

■現状・課題の整理 

・赤羽根地域には配車されておらず、また、渥美地域の配車は１台（９：００～１５：３０）となっており、

時間帯によっては利用が難しい場合もあります。 

・利用者数は、コロナ禍で大きく減少しましたが、その後回復傾向にあります。 

・７０歳以上の高齢者を対象とする市タクシー券は路線バス等と共通化されたことにより、利用上限数が無く

なり、利用者が増加傾向にあります。 

・タクシーは、電車・バスの補完的な交通機関として利用され、市内企業に業務目的で来訪する人の利用は以

前の１割程度から増加傾向にあり、市外から電車で訪れた人の２次交通手段として利用されています。 

・今後、タクシーの運行と利便性を確保するために、「タクシーの台数を減らさないための利用促進策」「渥美・

赤羽根地域への車両配置を推進する施策」等を検討する必要があります。 

・平成２８年１月２１日から、高齢者運転免許証返納割引（１割引）を実施しています。 

・安全運転を図る上で必要な運転手の数が不足しています。

図 タクシー利用人数の推移

事業者名 車両数 備考
渥美交通 １２台（田原駅）

豊鉄タクシー １２台（田原駅１１台・保美１台）

新型コロナウイルス影響下
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オ フェリー等海上交通  ■事業主体：伊勢湾フェリー株式会社、名鉄海上観光船株式会社

■事業者ヒアリング等 

・伊良湖と伊勢・鳥羽方面を結ぶフェリーは繁忙期で片道９便、それ以外は７.５便、河和と結ぶ高速船は通年

片道３便運行されています。 

・利用者は観光客の利用が主体となっており、生活交通としての利用は少なくなっています。 

・伊良湖岬周辺の観光資源を結ぶ公共交通が弱く、公共交通を乗り継いでフェリーを利用する人は多くありま

せん。 

・観光路線としての機能を強化するため、伊良湖本線支線との乗り継ぎ時間を改善していく必要があります。 

・フェリー・バス・鉄道の乗継割引切符の販売は、一定の成果が確認されていますので、積極的なＰＲを実施

する必要があります。

■公共交通に関する市民アンケート（R4） 

・市民の利用経験では、「鳥羽・伊良湖間フェリー」は８８．３％、「河和・伊良湖間の高速船」は１０.５％と

なっています。 

・海上交通の必要性は、「市外からの観光客の交通手段として必要」が２２．７％あり、さらに「自分たちが鳥

羽・伊勢・三河湾を観光するときに必要」はそれ以上に高い割合となっています。 

■現状・課題の整理 

・伊良湖岬周辺にはタクシーの常駐は無く、民間のレンタカーが２台利用できる状況のみとなっていますが、

特定小型原付（電動キックボード）等の導入されており、新しい２次交通として期待されています。 

・観光路線としての機能を強化するため、伊良湖本線支線との乗り継ぎ環境を維持・改善していく必要があり

ます。 

・伊勢湾フェリー等海上交通は観光利用が中心となっており、地域資源を活かした観光地としての魅力づく

り・活性化が、海上航路の維持・存続を左右し、魅力低下が航路存続を困難とする恐れがあります。今後

は、海上交通の維持を図るためにも、公共交通を利用した観光の促進方策（連携の強化・魅力づくり）を検

討する必要があります。

航路 本数 始発 終発 備考

伊勢湾フェリー
鳥羽発・伊良湖発

日７～９往復 8:10 17:40 繁忙期ダイヤあり

10:05 15:05 河和始発
11:05 16:05 伊良湖発着便

名鉄高速船 日３往復
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カ 市送迎バス等  ■事業主体：市（各事業課）

■スクールバス 童浦小学校（白谷）、伊良湖岬小学校（伊良湖、堀切、和地）、 

        福江中学校（伊良湖、堀切、和地）、赤羽根中学校（泉） 

■ライフランド巡回バス 週５日運行 

■その他送迎バス（市送迎バス・市霊きゅう車）

■現状・課題の整理 

○スクールバス 

・学校統合によるスクールバス運行委託料は、令和元年度の伊良湖岬中学校の福江中学校への統合や、令和３

年度の泉中学校の赤羽根中学校への統合により、さらに増加しています。 

○ライフランド巡回バス 

・ライフランド巡回バス（無料）は、渥美地区の高齢者の引きこもり防止と健康づくりを目的に運行していま

すが、利用者は徐々に減少しています。 

・施設利用者が固定化していることから、利用拡大のために渥美地域の老人クラブ等に施設利用を呼びかける

活動を展開していますが、更なる利用促進策が必要となっています。 

・利用者の減少に対応し、平成２６年１０月に小型車両への転換を実施しています。 

・渥美地域の伊良湖方面に、週２日ずつ・朝１便・午後２便、泉方面に、週３日ずつ・朝１便・午後２便で運行

し、運行地域には公共交通空白地域の日出、長沢、山田、向新等も含まれています。

○その他送迎バス 

・市送迎バス（市財政課管理）は、市所有の中型バス１台・マイクロバス１台により、市の施策推進に必要な

行政視察・各種団体等の多人数移動に対応しています。利用は先着申込順ですが、保育園の交通教室等の定

期的利用も多く、年間を通じて利用率は高くなっています。 
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キ 福祉有償運送  ■事業主体：社会福祉協議会等

■運行登録車両    ３３台（内車椅子対応車両１９台） 

■現状・課題の整理 

・身体障害者や要介護者など公共交通機関を利用することが困難な方に対して、６事業者が許可を得て運行し

ています。 

・市（福祉部）では、福祉有償運送利用券を交付し利用促進を図っています。 

・福祉有償運送の運行登録車両台数の維持・充実が求められています。 

・障がい者や高齢者に対する移動支援サービス（ヘルパーによる外出時の付き添い）との協力や棲み分けが必

要となっています。 

ク 企業送迎・助け合い移動 

■現状・課題の整理 

・飲食店の送迎サービスとしては、宴会客を受け入れている飲食店のほとんどが送迎サービスを個別に対応し

ています。 

・患者の送迎サービスとしては、市内では透析患者向けの送迎サービスを実施している医院が１件ありますが、

それ以外では今後を含めて送迎実施を予定している病院・医院はありません。 

・助け合い活動としては、家族で送迎できない場合等に代替えとして移動できる手段が十分ではありません。 

・今後は、「福祉施策としてのお出かけ支援と公共交通確保の棲み分けをしながら、地域における自主的な移動

確保の活動支援」「認可・登録不要な互助活動としての自主運行に必要な運営組織体制や行政の支援方法」等

についても検討していく必要があります。

ケ 貸切バス・レンタカー・レンタサイクル 

■現状・課題の整理 

・ほとんどの市民は自分で車を運転しており、車を運転できない人でも、家族の送迎に依存する割合が高いな

ど、マイカーへの依存が非常に高い地域ですが、子どもや高齢者の団体移動の場合に貸切バスが活用されて

います。 

・谷熊町にレンタカー営業所が１件設置され、伊良湖でも事業を展開しています。また、三河田原駅周辺では、

カーシェアリングが実施されています。 

・外国人住民等の車を運転できない人は、まちなかレンタサイクルを利用しており、午後７時までの利用時間

を延長して欲しいとの声があります。 

・スモールモビリティとして、伊良湖クリスタルポルトに特定小型原付（電動キックボード）等の導入されて

おり、観光客を中心に伊良湖からの２次交通として期待されています。 

・今後も、公共交通と連携する形で、貸切バス・レンタカー・レンタサイクル等の利用環境を整えて、効果的

な移動確保体制を構築する必要があります。
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③ まちづくり及び公共交通の課題の確認 

・本市のまちづくりを及び公共交通における主な課題を、次のとおり整理・確認します。 

ア まちづくりの課題一覧 

・市内総人口（令和２年現在約５９，３６０人）は減少傾向にあり、令和２２年には約５０，７０

０人まで減少することが予測され、その中で少子高齢化も進行します。

・市内の市街地居住者は全人口の４割に留まり、６割が集落部に居住しています。 

・市街地は、人口規模等の要因から商業等都市サービス水準が高くなく、市内で充足できないサー

ビスがあります。 

・マイカー普及に伴う行動範囲拡大や通信販売普及により、市街地の商業等都市機能が低下しつつ

あります。 

・マイカーを前提として、市街化調整区域に都市施設が整備されてきたことが、市街地中心部の活力低下の

原因にもなっています。今後は、公共交通等の利便性の高い市街地内の都市機能誘導区域に誘導していく

必要があります。 

・集落部の商業等が衰退し続けており、市街地に出かけなくては日常生活ができなくなってきてい

ます。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による、所得や雇用・教育機会の減少や外出自粛によって、経

済の停滞が懸念されています。 

・地球温暖化による様々な影響や問題を解決するため、本市においても、2050 年までに二酸化炭素

排出量を実質ゼロにする「たはらゼロカーボンシティ」を表明しており、環境に配慮したまちづ

くりが求められています。 

イ 公共交通の課題一覧 

a. 共通 

・市民意識調査（令和４年度）において、田原市に欠けていると感じていることは、交通の利便性

が最も多く、回答者の５９．８％となっています。 

・地理的条件と主産業（農業等）の影響から、本市は著しいマイカー依存社会になっています。 

・高齢化に伴いマイカー（送迎含む）を前提とした生活が難しくなり、移動困難者の増加が予測さ

れますが、現在は、運転能力の低下がみられる高齢者の移動手段として、マイカーから公共交通

への転換が進んでいない状況です。 

・市内公共交通利用は、年間約１２６．４万人（令和４年度）となっており、令和元年度の１６０

万人と比較すると、コロナ禍を契機とした生活様式の変化等により大きく減少しています。 

・観光利用も含めた利用促進のため、電車・バス・フェリー等の乗継環境等の改善を検討する必要

があります。 

・鉄道・ぐるりんバス・タクシーの乗車人数は、自動車関連企業の動向に大きく影響されます。 

・乗車人数の減少や物価高騰、燃油高騰等の影響により、運行経費は大きく増加しています。 

・今後も予想される外国人住民数の増加に対応した公共交通それぞれの運行情報・活用情報のやさ

しい日本語や多言語化が必要です。 

・現在、高齢者の免許返納等は一定数いますが、公共交通への転換が進んでいない状況です。 

・渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・ぐるりんバス各線・タクシー・海上交通等の利用を高めた上で、役割分

担・連携しながら、総合的に公共交通利用を促進する必要があります。 

・ＥＶ車両やＦＣ車両等環境に配慮した車両等への更新を検討する必要があります。 
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b. 路線バス

・幹線である伊良湖支線については、昼間帯を１便増し一時利用者が増加しましたが、その後は減

少しており、路線維持のため市民・地域・事業者、行政等が連携して利用促進に取り組む必要が

あります。 

・各公共交通事業では、距離や経費に応じた運賃設定をしていますが、半島で東西に長い地形であ

るため、高校に通う際の定期代金が高くなり、自家用車による送迎が多く見られます。 

・豊鉄バスの高校生通学定期助成（３割）を実施しましたが、人口減少や市内高校の定員減少等に

より、利用者の減少傾向は解消されていません。 

・路線バスは、乗客の約７割を高校生が占めていますが、少子化等の影響で減少が予測されます。 

・豊鉄バスのバスロケーションシステムやＧＴＦＳデータ等を活用して路線運行情報等にデータを

提供しましたが、今後はＤＸを活用し、支払方法等により利便性向上を図る必要があります。 

・安全運転を図る上で必要な運転手の数が不足しています。 

c. コミュニティバス

・運行経費の約９割が税金等から実施され、利用者負担は１割程度となっています。 

d. タクシー

・渥美地域のタクシーの配車は現在１台となっており、時間帯によっては利用が難しい場合があり

ます。また、田原駅も夜間等の時間帯によっては利用が難しい場合があります。 

・安全運転を図る上で必要な運転手の数が不足しています。 

e. 市送迎バス等

・学校統合によるスクールバス運行委託料が増大しています。 

f. 企業送迎・助け合い移動

・地域の多様な輸送資源を最大限活用した移動手段である、飲食店・ホテル・企業等の企業送迎や

地域仲間による移動助け合い等も求められています。 

④ 今後の検討方向 

・市民生活に必要な公共交通として、現状の公共交通ネットワーク機能の確保・維持・改善の実施及び今後の

人口減少を踏まえた運行形態の検討を行います。 

・広域的な幹線路線と市内の幹線路線・地域内路線との乗継機能を強化します。 

・公共交通と自転車が連携した移動手段の充実を図ります。 

・外国人住民に対しての公共交通利用促進の充実を図ります。 

・高齢者や高校生に対しての公共交通利用促進の充実を図ります。 

・タクシーの夜間帯や渥美地域・赤羽根地域の運行台数の維持・充実またはそれを補う地域の助け合い等の確

保をします。 

・コミュニティ協議会・行政・運行事業者の連携による公共交通利用促進の強化を図ります。 

・観光資源を活用した公共交通利用促進の充実を図ります。 

・ＤＸ及びＧＸを念頭においた施策を実施します。 

・特に福江地域の市街地活性化の観点から、目的地と連携した公共交通網の実現を図ります。 

・持続可能な地域公共交通の実現のため、国の新たな支援制度の活用を検討及び国等の関係機関に対し支援拡充

の要望を行います。 
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表 市内公共交通のサービス水準（令和５年４月1日現在） 

⑤ 現状必要なサービスレベルの確認 

■渥美線 

・令和３年度に２２時台の運行本数が１時間４本から３本に減少していますが、その他の時間等は１時間に

４本の運行頻度が確保されており、必要なサービス水準に達しています。 

■伊良湖本線 

・幹線路線として機能している伊良湖本線の中でも、福江、清田、亀山校区では３０分に１本の運行を求め

る人が多く、その他の校区は１時間に１本の運行を求める人が多くなっています。 

・現状、田原市街地と福江市街地の間（田原駅～保美）は、概ね３０分に１本の運行頻度が確保されており、

必要なサービスレベルに達しています。

■伊良湖支線 

・田原市街地と赤羽根市街地、赤羽根から堀切校区までの表浜地域と福江市街地を結ぶ幹線路線の役割を有

していますが、運行本数が少なく、「希望している時間に運行している便がない」という不満が高くなっ

ています。 

・令和元年に平日昼間帯を１便増便して２時間に１本程度の運行を確保しており、今後もサービス水準を維

持する必要があります。

■田原市ぐるりんバス 

・希望運行本数は１時間に１本が最も多くなっていますが、現状は１時間に１本のサービス水準を確保でき

ていません。 

・現在の乗車人数や費用対効果を踏まえると、１時間に１本といったサービス水準にすることは困難である

ため、現状のサービス水準を維持することを基本とします。必要に応じて、各路線の需要に応じたダイヤ

の見直しを行っています。

■タクシー 

・田原地域では、令和元年度３３台あった車両が現在２４台に減少しており、夜間帯では利用できない状況

も生じています。市街地活性化のため渥美線最終便の降車客を考慮したサービス水準の維持・充実が求め

られています。 

・渥美地域ではタクシーが９時から１５時３０分までの１台のみとなっており、赤羽根地域ではタクシー配

車が無いなど、利用できない状況も生じていることから、乗り継ぎを考慮した配車等が求められています。 

交通モード 路線等 
サービス水準（平日、片道） 

1日当たり 
運行本数 

ピーク時1時間 
当たり運行本数 備考 

鉄道 豊橋鉄道渥美線（上り） 69 4 三河田原発 

路線バス 豊鉄バス

伊良湖本線（上り） 14 2 伊良湖岬発 
伊良湖本線（上り） 14 1 保美発 

（上り） 1 1 仁崎発 
伊良湖支線（上り） 8 2 保美発 

田原市ぐるりんバス 
（コミュニティバス） 

ぐるりん 
バス 

市街地線（循環線） 13 2 田原駅発 
童浦線（上り） 6 1 片西南 
サンテパルク線（上り） 7 1 芦集会所発 

ぐるりん 
ミニバス 

表浜線（左回り） 5 1 図書館発 
中山線（循環線） 7 1 渥美支所発 
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第２章  公共交通網の形成方針       

 １  将来像・目標   

(1) 将 来 像                                 

① 将来像 

『だれもが安心して移動できるまち』  
都市間、市街地間、集落から市街地、市街地内の移動を安心してできるよう、公共交通ネットワークの確保・維持・

改善を図り、将来像「だれもが安心して移動できるまち」の実現を目指します。 

② 将来像を実現するための取組姿勢 

協働で“つくり・守り・育てる”公共交通網  
市民・地域・事業者等がそれぞれ役割分担しながら、協働で取り組みます。 

(2) 公共交通の目標                             

○まちづくりの基盤となる公共交通の確立を目指して、「全体目標」と「３つの実現目標」を定めます。 

① 全体の目標   

まちづくりの基盤となる公共交通の確立

② 実現目標  

１：多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現

【対応課題】 

移動の安全性向上 ⇒ マイカー移動における高齢者事故、災害対応の向上 

移動手段の選択肢拡大 ⇒ 移動手段充実、公共交通確保・維持・公共交通不便地域解消等

２：まちづくりを促進し、まちの魅力を高める公共交通の実現

【対応課題】 

将来人口の減少幅の縮小・交流拡大 ⇒ 将来人口の減少幅の縮小・交流人口、関係人口の増加 

都市形成推進・都市機能維持向上 ⇒ 市街地機能の集積、集落部生活機能の低下抑制 

地域課題の解消 ⇒ 高齢福祉・環境共生・教育・防災対策等の推進 

地域活力の向上 ⇒ 観光・商業等地域産業・地域活動等の活性化 

３：市民の幸福に貢献する公共交通の実現

【対応課題】 

潤い豊かな暮らし方の実現 ⇒ 公共交通による潤い豊かな生活の実現 

(3) 目標年度                                

○第２次田原市総合計画期間に準じて、以下の年度とします。 

目標年度：令和１５年（２０３３年）度
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(4) 取組状況の評価                             

取組状況の評価

ア 公共交通の実現目標の評価  

■３つの「公共交通の実現目標」について、以下の達成目標を設定して貢献度を評価します。 

・実現目標１  『多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現』への貢献度  

対応課題 評価項目 達成目標 評価方法 

移動の安全性向上 ・交通事故の減少 

交通事故（人身）発生件

数148人 

※R4年：実績

→ 減少 

※R15年：130人

数値評価 

※総合計画目標値

移動手段の選択肢拡大 
・公共交通に対する 

市民意識の向上 

満足度 －0.20 

※R4年：市民意識調査
→ 向上 数値評価 

・実現目標２  『まちづくりを促進し、まちの魅力を高める公共交通の実現』への貢献度  

対応課題 評価項目 達成目標 評価方法 

将来人口の減少幅の縮

小・交流拡大 

・定住人口 
59,360人 

※R2年：国勢調査

→ 減少幅の縮小 

※R15年：52,400人

数値評価 

※総合計画将来人口

・観光入込客数 
219万人 

※R4年：実績

→ 向上 

※R15年：360万人

数値評価 

※総合計画目標値

・実現目標３  『市民の幸福に貢献する公共交通の実現』への貢献度  

対応課題 評価項目 達成目標 評価方法 

潤い豊かな暮らし方の

実現 
・市民の幸福感 

6.71点 

※R4年：市民意識調査
→ 向上 数値評価 

注）市民の幸福感＝市民意識調査において各個人の幸福感を10段階評価した数値の平均点

イ 公共交通に関する目標の評価  

■公共交通に関する目標として、以下の達成目標（長期）を設定して評価します。 

評価項目 達成目標 評価方法 

市内公共交通利用者実績 
126万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：148万人

数値評価 

※総合計画目標値

※目標数値：電車（渥美線）、バス（伊良湖本線・支線、田原市ぐるりんバス、市街地循環バス）、海上交通（フェリー・高速船）、 

タクシーの事業者から、毎年度末に輸送実績等の提供を受け集計 
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■また、市内公共交通利用者実績の達成目標を設定する上で交通モード毎に、次の達成目標（長期）を設定し

て評価します。 

評価項目 達成目標 評価方法 

渥美線（市内４駅の乗者数） 
61.5万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：65.9万人 

数値評価 

※総合計画目標値

路線バス（伊良湖本線） 
16.7万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：23.2万人

路線バス（伊良湖支線） 
3.4万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：5.2万人

フェリー・高速船（総旅客数） 
27.8万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：36.2万人

コミュニティバス 
9.9万人 

※R4年：集計値

→ 維持 

※R15年：8.9万人

タクシー 
6.9万人 

※R4年：集計値

→ 維持（増加） 

※R15年：8.6万人

■さらに、公共交通に関する目標を実現するために、以下のコミュニティ乗合交通の路線別に達成目標（短期）

を設けます。年度ごとに評価し、目標を達成できなかった際には、運行内容の変更や路線の廃止などについ

て検討・実施することとします。 

■バス車両のぐるりんバスについては、車両の大きさ（乗車定員）や経費等を勘案し、片道の１便当たりの乗

車人数を５.０人以上とします。ワゴン車両については、１便当たりの乗車人数を３.０人とします。 

路線名 運行車両 達成目標 評価方法 

童浦線 

ぐるりんバス 
１便当たりの乗車人数 5.0人以上 

※乗降データから毎年計測

数値評価 サンテパルク線 

表浜線・中山線 
ぐるりんミニバス 

（ワゴン車両9人乗り） 

１便当たりの乗車人数 3.0人以上 

※乗降データから毎年計測

■また、費用対効果の観点から、田原市ぐるりんバス全体の収支率１０％を達成目標として掲げます。 

評価項目 達成目標 評価方法 

田原市ぐるりんバス収支率 
10.5％ 

※R4年：集計値

→ 10％以上 

※実績から毎年計測
数値評価 

■政策交通である市街地線についても、達成目標を設定することとします。目標を達成できなかった際には、

運行内容の変更などについて検討・実施することとします。 

路線名 運行車両 達成目標 備考 

市街地線（政策交通） ぐるりんバス（循環線） 
１便当たりの乗車人数 5.0人以上 

※乗降データから毎年計測
数値評価 
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■この他、持続可能な公共交通を維持するため、物価高騰等による経費上昇を考慮しながら、市内公共交通利

用者実績を達成することより、路線バス運行支援及びぐるりんバス運行委託に係る市の財政負担額の抑制を

達成目標として掲げます。 

評価項目 達成目標 評価方法 

路線バス及びぐるりんバスに係る 

市の財政負担額 

191,908千円 

※R4年：普通会計決算から整理
→ 185,000千円 数値評価 

※路線バスの達成目標は、現状のキロ程で、利用者数が目標達成、経費はR1～R4のキロ当たり補助対象経常費用の傾向から推計値 

を算出し試算 

※ぐるりんバスバス達成目標は、利用者数は目標値達成、経費は令和４年度の経費に路線バスの経費上昇率を乗じ、国の補助額は令和 

４年度同等で試算。 
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 ２  公共交通網の形成方針  

(1) 移動手段の役割分担・連携の方針                     

 ◆総合確保方針（公共交通の役割の明確化）  

公 共 交 通 網 形 成 概 念 図 

確保方針１：『 移動手段における役割分担と連携による公共交通の確保 』        

・まちづくり施策の展開や市民・来訪者の移動ニーズに対して、マイカー・公共交通・企業送迎等移動手段

の役割分担・連携（補完関係）を整理したうえで、公共交通を確保します。 

・移動における公共交通の役割を踏まえ、公共交通における役割分担と連携により、効果的に市内全域に及

ぶ公共交通網を構築します。 

・本市の公共交通網は、「幹線乗合交通」を基軸とし、その範囲外を「コミュニティ乗合交通」 「有償パ

ーソナル交通」 「政策交通」が順次補完（役割分担・連携）し、更にこれらを企業送迎・助け合い活動

が補うことで市民等の移動を確保します。 

・将来像、取組姿勢、公共交通の目標を実現するため、次に掲げる４つの確保方針により、移動手段の役

割分担・連携を進めます。 
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公 共 交 通 網 の 補 完 関 係 

〇幹線乗合交通（渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリー、名鉄海上観光船等）の設定

〇コミュニティ乗合交通（田原市ぐるりんバス）の設定

〇有償パーソナル交通（タクシー、福祉有償運送、貸切バス等）の設定

〇政策交通（市街地循環バス、スクールバス等）の設定

〇その他移動機能（企業送迎・助け合い移動）の設定 

確保方針２：『 広域的なまちづくりと連動した公共交通機能の向上 』          

・都市規模に応じた都市機能の分担などまちづくりの広域性や生活圏・行動圏の拡大を念頭に、行政・交通

事業者の広域的な事業展開・連携を踏まえて公共交通機能を向上します。 

・田原市の観光振興に寄与する施設等へのアクセスに配慮した公共交通ネットワークを構築します。

確保方針３：『 交通結節点の機能充実による公共交通網の連携円滑化 』     

・各公共交通が円滑に連携し、公共交通網全体の機能性を向上させるため、交通結節点となる駅・バス停の

機能を充実します。 

確保方針４：『 運行水準・運賃等の適正化による公共交通網全体の機能性の向上 』 

・各公共交通の役割に応じた運行水準（路線・便数）、運賃・サービス等を最適化することで公共交通網全

体の機能性を向上します。 

コミュニティ乗合交通機能②

幹線乗合交通 基軸機能①

政策交通機能④

有償パーソナル交通機能③

補完

補完

補完

範囲外の移動をカバー

範囲外の移動をカバー

機能①～③に加え、個々の施策目的応じた移動確保

移動距離等の関係か

ら自らの持つ移動手

段では移動できない

場合

自らの移動手段

徒歩・自動車

オートバイ

マイカー

補完

機能①～④で対応できない移動

その他移動機能機能⑤

企業送迎、助け合い活動等
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(2) 公共交通確保の取組方針                          

◆総合取組方針（取り組み方・主体の明確化）  

① 有益性・利便性向上による利用増加 ○公共交通全体及び各機能の有益性・利便性向上による利用増加

取組方針１：『 公共交通の有益性・利便性・快適性の向上 』         

・各公共交通の運行目的に応じた有益性、ニーズに応じた利便性・快適性を向上させるための運行改善・利

用環境整備に取り組みます。 

取組方針２：『 中心的利用者の対応充実と新規利用のきっかけづくり 』     

・高校通学者・高齢者等公共交通の中心的利用者（常連客及びその予備軍）に対する利用促進や運行改善に加

えて、観光客・外国人等の新規利用のきっかけづくりに取り組みます。 

取組方針３：『 交通ＤＸ・ＧＸの推進による利便性の向上及び環境負荷の軽減 』

・ＥＶ車両やＦＣ車両等の環境に配慮した車両導入の検討や、広域でのMaaS導入の検討、路線バスやぐるり

んバスへのＩＣ決済導入等を行うことで、利用者の利便性向上に取り組みます。 

・ＤＸのうち自動運転は、人件費の抑制、経費の削減や深刻さを増していく担い手不足の解消に繋がるため、

本市の公共交通にも大きく関わってくることから注視していきます。

② まちづくり施策と公共交通の連携強化 ○公共交通確保によるまちづくり施策の推進

取組方針４：『 都市形成・地域活性化・高齢化等のまちづくり施策への貢献 』 

・公共交通の確保においては、利便性・効率性の向上に加えて、市街地や集落の賑わい拠点づくり、観光振

興・高齢者福祉等のまちづくり施策に対応した運行改善に取り組みます。 

取組方針５：『 モビリティ・マネジメントの推進 』   

・まちづくり・環境共生（エコ・ガーデンシティ）・健康・安全等施策の推進として、マイカー利用から公

共交通への転換をＰＲするとともに、そのための公共交通等移動環境の向上に取り組みます。 

取組方針６：『 環境にやさしく潤いのあるライフスタイル実現への貢献 』    

・公共交通によるゆとりのある移動や快適な空間を提供することに加え、地域の魅力を高める車両、駅、駐

輪場等を整備し、市民等の潤いのあるライフスタイルの実現に貢献します。

・公共交通によるまちづくりの推進を目指し、市民・地域・事業者・行政等が協働しながら、運行内容・

利用環境等の改善による公共交通の利便性・有効性の向上を図ります。 

・市が取りまとめ役となって、行政（国・県・市）・交通事業者・地域・市民等がそれぞれの役割を分担・

連携する協働体制を構築します。 

・将来像、取組姿勢、公共交通の目標を実現するため、次に掲げる１０の取組方針により、公共交通確保

の取り組み方・主体の明確化を進めます。 
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③ 移動確保経費の最適化による運行持続性の向上 ○公共交通関連経費の最適化（運行経費・行政負担）

取組方針７：『 公共交通運行収支改善による持続性の向上 』  

・各公共交通の運行内容に応じた経費・運賃等収入の最適化により、事業収支の改善を図ることにより、運

行持続性の向上に取り組みます。 

取組方針８：『 行政の公共交通確保経費の費用対効果の向上 』  

・行政（国・県・市）の公共交通確保経費（運行支援・直接運行経費）について、各種施策経費との関係性を

勘案しながら、費用対効果の最大化を図ることによって、運行持続性の向上に取り組みます。 

※施策経費との関係性＝高齢者の外出支援で医療費低下、学校再編でスクールバス運行等 

④ 協働体制の構築・各役割の明確化 ○最適な移動を実現するための役割の明確化

取組方針９：『 市民・行政・事業者等による公共交通確保協働体制の構築 』   

・市が取りまとめ役となり、市民・コミュニティ協議会・事業者・行政等地域全体で、公共交通の確保・維

持・改善に取り組む協働体制（情報共有・協議等）を構築します。 

取組方針10：『 各主体の役割の明確化による総合的な取組・共通課題対応の推進 』    

・公共交通確保における市民・コミュニティ協議会・事業者・行政等の役割を明確化するとともに、それぞ

れが役割を認識することで、総合的な取組や個別の共通課題への対応について、交通事業者・行政・コミ

ュニティ協議会等が連携しながら進めます。 
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 ３  各公共交通の運行方針   

(1) 役割に応じた公共交通の運行方針

◆公共交通の役割の明確化に関する総合確保方針◆ 

① 『 幹線乗合交通 』の運行方針・・・渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリー、名鉄海上観光船等

市内市街地と市外あるいは市内主要部間を結び、広域公共交通網の基軸としてまちづくり・地域活性化を支

える交通。交通事業者と市民・地域・行政と連携し、高・中水準の運行を確保する。

ア 鉄道の運行     計画・運行）民間交通事業者  支援）国・県・市  協働）市民・地域等  

■機   能  田原市街地と豊橋市街地の移動確保 

■交通モード  渥美線 

■対象区域  三河田原駅～新豊橋駅を結ぶ沿線地域（田原市内 三河田原・神戸・豊島・やぐま台）

■対応課題  バスとの連携強化による乗継客増加の実現

イ 路線バスの運行   計画・運行）民間交通事業者  支援）国・県・市  協働）市民・地域等  

■機   能  【伊良湖本線】 

伊良湖岬（福江市街地）と藤沢経由で豊橋市街地の移動確保 

【伊良湖支線】 

福江市街地（保美）から国道４２号線沿い赤羽根市街地経由で田原市街地の移動確保 

■交通モード  伊良湖本線、伊良湖支線 

■対象区域  地域連携すべき市街地・主要施設・交通結節点及びそれらを結ぶ沿線 

■対応課題  地域連携による都市機能強化（商業、観光等）及びニーズに応じた利便性・有効性の高い運

行（ルート・ダイヤ・運賃設定等）の実現 

ウ 旅客船の運航   計画・運行）民間交通事業者  支援）国・県・市  協働）市民・地域等  

■機   能  伊良湖岬と鳥羽、伊良湖岬と河和（篠島・日間賀島経由）の移動確保 

■交通モード  伊勢湾フェリー、名鉄海上観光船等  

■対象区域  交通結節点（港）を結ぶ沿岸地域 

■対応課題  ニーズに応じた利便性・有効性の高い運行（ルート・ダイヤ・運賃設定等）の実現 

・本市の公共交通網は、「幹線乗合交通」を基軸とし、その範囲外を「コミュニティ乗合交通」「有償パーソナ

ル交通」 「政策交通」が順次補完（役割分担・連携）し、更にこれらを企業送迎・助け合い活動が補うことで

市民等の移動を確保します。 
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② 『 コミュニティ乗合交通 』の運行方針・・・ぐるりんバス 

集落地域内及び集落地域から市街地を運行し、地域の生活の足となるとともに、幹線乗合交通と接続して広域公

共交通を補完する交通。コミュニティ協議会・市・交通事業者が協働し、中・低水準の運行を確保する。  

ア ぐるりんバスの運行  計画）市・地域 運行）交通事業者（受託）支援）国 協働）市民・地域等 

※ぐるりんミニバス（ワゴン車）含 

■機   能 集落地域内及び集落地域から市街地への移動確保（一定基準以上の移動ニーズに対応）

■対象区域 幹線乗合交通が運行しない地区

■対応課題 コミュニティ協議会と市の協働による利用ニーズに応じた運行（ルート・ダイヤ・運賃設定

等）の実現 

③ 『 有償パーソナル交通 』の運行方針・・・タクシー、福祉有償運送、貸切バス・レンタカー等

交通事業者等が主体となり、ドア・ツー・ドア等、幹線・コミュニティ乗合交通で対応できない移動を担う交

通。行政・地域等との協働により、必要十分な水準の運行を確保する。 

ア タクシーの運行  計画・運行）民間交通事業者  協働）市民・地域等      

■機   能  市内外を問わず２４時間３６５日、ドア・ツー・ドアのサービスで個人ニーズの移動確保 

■対象区域  市内全域 

■対応課題 ニーズに応じたサービス提供・運行、利用のしやすさの向上・きっかけづくり 

※渥美地域・赤羽根地域・伊良湖岬等及び夜間帯の配車が不十分

イ 福祉有償運送の運行  計画・運行）福祉団体等  協働）市民・地域・事業者・行政等    

■機   能  移動困難者（身体障害者や要介護者などの公共交通機関利用困難者）の移動確保 

■対象区域  市内全域 

■対応課題  ニーズに応じたサービス提供・運行、利用のしやすさの向上、利用のきっかけづくり

ウ 貸切バス・レンタカー・レンタサイクルの運行 計画・運行）民間交通事業者等 協働）市民・事業者等

■機   能  個人又は団体のニーズに応じた移動確保 

■対象区域  市内全域（市外含む） 

■対応課題 ニーズに応じたサービス提供・運行、利用のしやすさの向上・きっかけづくり



第 2章 公共交通網の形成方針 

56 

④ 『 政策交通 』の運行方針・・・市街地循環バス、ライフランド巡回バス、スクールバス等 

市街地活性化、福祉、観光、教育等の政策目標を実現するための交通。市担当課が主体となり、関係者と連携・

協力し運行を確保する。    

※幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通・有償パーソナル交通を可能な限り利用し、効率的かつ効果的に政策目

的を実現する 

ア 市街地循環バスの運行 計画）市都市整備部・産業振興部  運行）民間交通事業者（受託） 協働）市民・地域等 

■機   能  市街地の活性化・利便性向上を図るための移動確保 

■対象区域  田原市街地 ※赤羽根市街地・福江市街地は幹線乗合交通等でカバーされている 

■対応課題 幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通と連携した分かりやすい運行体制

イ ライフランド巡回バスの運行  計画・運行）市こども健康部  協働）市民・地域等

■機   能  公共施設利用（あつみライフランド）による施策推進のための移動確保 

■対象区域  渥美地域 

■対応課題  幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担、公共交通不便地域の移動確保

ウ 小・中学校スクールバスの運行  計画）市教育部  運行）民間交通事業者（受託）  協働）市民・地域等 

■機   能  白谷地区・伊良湖岬小地区等の遠距離通学児童・生徒を小・中学校に送迎 

■対象区域  遠距離通学地域 

■対応課題  幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担

エ その他政策的な移動確保  主体・運行）市各部・民間交通事業者等  協働）市民・地域等 

■機能・内容  市送迎バス、霊柩車（バス等）、イベント送迎バス、無料レンタサイクル 

■対象区域  施策展開内容に応じた市内地域 

■対応課題  利用要望の重複対応、乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担
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(2) その他移動機能の運行促進方針                       
★公共交通を補完する機能としての運行促進方針 

各公共交通のほか、企業活動における顧客や従業員の移動確保、社会福祉協議会等の福祉団体・地域における助

け合いによる移動確保を促進          

① 企業送迎の運行促進方針 

ア 通勤・通学・通園送迎  計画運行）事業者  協働）市民・地域等 

■機能・内容  工場・病院・自動車学校・スポーツ教室・私立学校等の従業員・生徒等送迎車（バス等） 

■対応課題 活動しやすい環境づくり、マイカー利用からの転換

イ ホテル・飲食店送迎  計画運行）事業者  協働）市民・地域等 

■機能・内容  飲食店・ホテル・旅館の利用客送迎車（バス等） 

■対応課題  活動しやすい環境づくり、マイカー利用からの転換

② 助け合い活動の運行促進方針 

ア 地域福祉団体の助け合い活動  計画運行）地域福祉団体  協働）市民・地域等

■機能・内容  福祉バス（おでかけ・買物支援等） 

■対応課題  ボランティア・互助活動の活性化

イ 地域コミュニティの助け合い活動  計画運行）地域・団体等  協働）市民・地域等 

■機能・内容  隣近所による助け合い（自家用車送迎） 

■対応課題  地域コミュニティ活動の活性化
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４ 重点施策について

① 現状の公共交通ネットワーク機能の確保・維持・改善の実施及び今後の人口減少を見据えた運

行形態の調査の実施

ア．路線バスの買い物等の利便性の高い目的地への延伸の検討（伊良湖支線 保美から古田） 

イ．路線バスの維持が困難になった場合を想定した新しい交通モード等の検討 

ウ．ぐるりんバスにおける利用者ニーズに合わせたバス停設置 

エ．ぐるりんバスにおけるデマンド運行等の新たな運行システム導入調査の実施 

② 伊良湖支線の維持等に向けての取組

ア．路線バスの買い物等の利便性の高い目的地への延伸の検討（伊良湖支線 保美から古田）【再掲】 

イ．路線バスの維持が困難になった場合を想定した新しい交通モード等の検討【再掲】 

ウ．路線バス定期保有者のコミュニティバス乗り継ぎ割引の検討 

エ．路線バスへのサイクルラック導入 

オ．高校生の通学定期補助の利用実態の分析等の実施

カ．伊良湖支線の存続等のため、地域住民等と意見交換の実施 

③ 広域的な幹線路線と市内の幹線路線・地域内路線との乗継機能を強化

ア．路線バス定期保有者のコミュニティバス乗り継ぎ割引の検討【再掲】 

イ．ぐるりんバスのダイヤ改正の実施 

ウ．交通モードを超えた乗継時間等の調整 

④ 公共交通と自転車が連携した移動手段の充実

ア．サイクリストの公共交通機関への乗車誘導の実施 

イ．路線バスへのサイクルラック導入【再掲】 

⑤ 外国人住民等に対しての公共交通利用促進の充実

ア．ヒアリング等を通じた利用意向調査や利用促進施策の実施 

イ．標識や冊子等のやさしい日本語・多言語化の実施 

⑥ 高齢者や高校生に対しての公共交通利用促進の充実

ア．高齢者等への新たな利用促進策や支援策の実施 

イ．高齢者等のぐるりんバスの運賃改定の検討 

ウ．高齢者に対して、バスの乗り方教室等の実施 

エ．高校生の通学定期補助の利用実態の分析等の実施【再掲】 

・将来像、取組姿勢、公共交通の目標を実現するため、本計画において次に掲げる１２の重点施策により、公共

交通確保の具体的な取組を進めます。 
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⑦ 田原地域の夜間帯や赤羽根・渥美地域におけるタクシー等の輸送量不足の解消

ア．地域の助け合いによる乗合タクシーやサブスクリプションサービスやデマンド交通、ライドシェア等の 

導入調査の実施 

⑧ コミュニティ協議会・行政・運行事業者の連携による公共交通利用促進の強化

ア．伊良湖支線の存続等のため、地域住民等と意見交換の実施【再掲】

⑨ 観光資源を活用した公共交通利用促進の充実

ア．観光資源と公共交通を連動させた施策やPRの実施 

イ．東三河等の広域での一体的な施策やPRの実施 

ウ．二次交通の充実 

⑩ ＤＸ及びＧＸを念頭においた施策の実施

ア．ＥＶ車両やＦＣ車両等の導入の検討 

イ．東三河MaaSの検討 

ウ．路線バス・ぐるりんバス等のＩＣ決済導入 

⑪ 特に福江地域の市街地活性化の観点から、目的地と連携した公共交通網の実現

ア．路線バスの買い物等の利便性の高い目的地への延伸の検討（伊良湖支線 保美から古田）【再掲】 

⑫ 国の新たな支援制度の活用を検討及び国等の関係機関に対し支援拡充の要望

ア．エリア一括協定運行事業等の支援策の活用検討 

イ．路線バス等の補助要件緩和・運賃の利用者負担低減策・運転手不足解消策・物価高騰対策等、 

事案を整理し、市単独では対応が困難な事案について、国等に支援拡充等の要望を検討 
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目標年度 令和１５年（２０３３年）度 

移動手段の役割分担・連携の方針 

総  合 

確保方針

本市の公共交通網は、幹線乗合交通を基軸とし、その範囲外をコミ

ュニティ乗合交通、有償パーソナル交通、政策交通が順次補完（役割

分担・連携）し、更にこれらを企業送迎・助け合い活動が補うことで

市民等の移動を確保します。 

確保方針１ 移動手段における役割分担と連携による公共交通の確保 

確保方針２ 広域的なまちづくりと連動した公共交通機能の向上 

確保方針３ 交通結節点の機能充実による公共交通網の連携円滑化 

確保方針４ 運行水準・運賃等の適正化による公共交通網全体の機能性の向上 

公共交通確保の取組方針 

総  合 

取組方針

公共交通によるまちづくりの推進を目指し、市民・地域・事業者・

行政等が協働しながら、運行内容・利用環境等の改善による公共交

通の利便性・有効性の向上を図ります。 

市が取りまとめ役となって行政・交通事業者・地域・市民等がそれ

ぞれの役割を分担・連携する協働体制を構築します。 

取組方針１ 公共交通の有益性・利便性・快適性の向上 

取組方針２ 中心的利用者の対応充実と新規利用のきっかけづくり 

取組方針３ 交通ＤＸ・ＧＸの推進による利便性の向上及び環境負荷の低減 

取組方針４ 都市形成・地域活性化・高齢化等のまちづくり施策への貢献 

取組方針５ モビリティ・マネジメントの推進 

取組方針６ 環境にやさしく潤いのあるライフスタイル実現への貢献 

取組方針７ 公共交通運行収支改善による持続性の向上 

取組方針８ 行政の公共交通確保経費の費用対効果の向上 

取組方針９ 市民・行政・事業者等による公共交通確保協働体制の構築 

取組方針10 各主体の役割の明確化による総合的な取組・共通課題対応の推進 

コミュニティ乗合交通 

各公共交通の運行方針 

幹線乗合交通 有償パーソナル交通 政策交通 

市内市街地と市外あるいは市内主要部間を結

び、広域公共交通網の基軸としてまちづく

り・地域活性化を支える交通。交通事業者と

市民・地域・行政と連携し、高・中水準の運

行を確保

集落地域内及び集落地域から市街地を運行

し、地域の生活の足となるとともに、幹線

乗合交通と接続して広域公共交通を補完す

る交通。コミュニティ協議会・市・交通事

業者が協働し、中・低水準の運行を確保

交通事業者等が主体となり、ドア・ツー・

ドア等、幹線・コミュニティ乗合交通で対

応できない移動を担う交通。行政・地域等

との協働により、必要十分な水準の運行を

確保

市街地活性化、福祉、観光、教育等の政策

目標を実現するための交通。市担当課が主

体となり、関係者と連携・協力し運行を確

保 

豊橋・伊良湖岬・鳥羽等交通結節点、市街

地・主要施設を結ぶ沿線地域
幹線乗合交通が運行しない地区 市内全域 

田原市街地、遠距離通学地域等（市の各施

策内容に応じた地域）

渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリ

ー、名鉄海上観光船等
ぐるりんバス

タクシー、福祉有償運送、貸切バス、レン

タカー、レンタサイクル（有償）等 
市街地循環バス、スクールバス、レンタサ

イクル（無料）等

確
保
方
針

区
域

機
関

都市形成（広域連携）及びニーズに応じた利

便性・有効性の高い運行（ルート・ダイヤ・

運賃等）実現

コミュニティ協議会と市の協働による利用

ニーズに応じた運行（ルート・ダイヤ・運

賃設定等）実現 

対
応

ニーズに応じたサービス提供・運行、利用

しやすさの向上・きっかけづくり 

幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との

連携・役割分担、公共交通不便地域の移動

確保

その他移動機能の

運行促進方針 

企業活動における顧客

や従業員の移動確保、

社会福祉協議会等の福

祉団体・地域における

助け合いによる移動確

保を促進

企業送迎・助け合い活

動

活動しやすい環境づく

り、マイカー利用から

の転換等

多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現 

まちづくりを促進し、まちの魅力を高める公共交通の実現 

市民の幸福に貢献する公共交通の実現 計画の区域 田原市全域 

協働で“つくり・守り・育てる”公共交通網 取組姿勢

だれもが安心して移動できるまち 将来像

田 原 市 地 域 公 共 交 通 形 成 方 針 の 展 開

全体

ア）運行情報の伝達強化            … 総合的な運行情報の周知（駅・バス停等案内改善、総合交通案内・地域別時刻表等作成、ＤＸ及びＧＸの活用等）

イ）目的に応じた利用・活用情報の提供     … 公共交通を活用した生活事例等の紹介（買物・通院、通勤・通学、観光等の利用情報・活用事例紹介） 

ウ）公共交通戦略計画・運行状況等の周知    … 戦略計画・運行実績・問題点等の周知・理解と協力の促進（運行実績・問題点等）

エ）イベントによる公共交通利用のＰＲ     … ＰＲイベント実施（観光資源との連動、広域化連携、利用体験事業、沿線ハイキング等）

ア）利用ニーズ・改善点等の把握        … アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握

イ）地域等による利用促進活動の促進      … 利用促進協議会等設置促進、モビリティ・マネジメント推進、交通事業者による観光等地域活性化推進

ウ）公共交通網形成体制の構築         … 公共交通機能間協議・確保等事業実施・広域連携実施の体制構築、公共交通確保経費に対する行政負担 

エ）国・県等との連携             … エリア一括協定運行事業等の支援策の活用検討、市単独では対応が困難な事案について、国等への支援拡充等の要望の検討 

ア）車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  … 鉄道・バス車両、船舶、運行設備（軌道設備・港湾等）の管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

イ）駅・バス停留所等の待合・乗継環境の改善  … 駅待合室、バス停留所上屋・夜間照明、駐車場・駐輪場、路線バス等運行に配慮した道路等の整備 

ウ）ダイヤ調整・共通乗車券等による乗継円滑化 … 運行ダイヤの調整・統合、各モード共通乗車券・乗継割引等（幹線を中心とした相互利用誘導） 

エ）安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  … 安全運行確保（点検・対策会議開催等）、接客等顧客サービス向上（接客研修、乗車券販売体制拡大等） 

オ）市施策推進のための利用支援・運行協力等  … 高齢者・障がい者・高校生・子ども・免許返納者等割引、市街地活性化・観光振興・防犯対策施等の運行協力 

全体

機能別

全体

機能別

○事業者・地域等の単

独・共同による移動

確保のための環境整

備等 

○事業者・地域等の単

独・共同による移動

確保の取組事例紹介 

○事業者・地域等の単

独・共同による移動

確保を推進する体制

構築

移動確保の取組

・渥美線設備整備（耐震化） 

・バス停留所上屋等整備（支援制度） 

・サイクルラックバス導入の実施 

・高齢者利用促進策 

・幹線乗合交通に合わせたダイヤ調整等 

・路線バス定期券保有者等の乗継割引の検討 

・運転免許証返納支援 

・ＥＶ車両等の導入調査の実施 

・高齢者移動支援（福祉タクシー券） 

・サブスクリプションサービスやデマンド交通、

ライドシェア等の導入調査の実施 

・運転免許返納割引 

・幹線・コミ乗合交通等との乗継円滑化 

・親子電車・バス体験教室 

・高齢者に対するバス乗り方教室 

・利用促進・ＰＲ事業 

・高齢者に対するバス乗り方教室 

・タクシー運賃エリア図作成等 ・施策推進と合わせた運行情報の提供 

（市街地循環バスによる市街地活性化） 

・伊良湖支線の利用促進検討組織設置 

・高校通学定期補助の利用実態分析・調査 

・東三河連携による夏休み小学生50円バス 

・整備・運行支援 

・コミュニティ協議会の利用促進活動支援 

・路線カルテの作成による情報共有 

・コミュニティ協議会・地区自治会のタクシー共

同利用活動等 

・福祉有償運送協議組織設置・運営 

・施策推進における運行等検討 

向上策① 運行内容・運賃等の改善

機能別

カ）路線・結節点の見直し  
 … 買い物等利便性の高い目的地への延伸に向け 

た需要調査の実施 

 … 維持が困難な場合の新しい交通モードの検討

キ）運行水準の確保 

ク）運賃・回数券・定期券等の充実 
 … 通学定期支援

カ）運行基準見直し・適正運行 
 … 新設・廃止基準見直し 

キ）運行内容の設定・見直し 
… 市とコミ協議会による路線等の見直し 

… デマンド運行導入調査の実施 

ク）運賃・回数券・定期券等割引制度の見

直し 

カ）需要に応じた配車確保 
 … タクシー配車・観光タクシー・福祉有償運

送・レンタカー等の充実 

カ）市街地循環バスの運行 
 … 市街地内を循環運行するバス路線維持、一

乗車100円（小学生以下無料） 

キ）施策に応じた市送迎バス運行水準確保
… ライフランド巡回バス 

令和６年度～令和１５年度 期間 市民・地域・事業者・行政等 主体 

向上策② 情報提供・ＰＲの改善

向上策③ 取組を推進する体制の確立
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 第３章  施策展開            

・公共交通網の形成方針（第２章）を実現する具体的な施策展開として、公共交通網全体を向上させる取組 

及び機能別の取組内容を示します。 

１  公共交通網全体を向上させる取組【全体向上策】 

・幹線乗合交通、コミュニティ乗合交通、有償パーソナル交通及び政策交通に共通の取組又は公共交通間で連携す

る取組を進め、市内の公共交通網全体の効率性・有効性を高めます。 

① 共通・連携した運行内容・運賃等の改善

ア 車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・鉄道・バス車両、船舶、運行設備（駅舎・軌道設備・港湾等）の維持管理・改

善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

イ 駅・バス停留所等の待合・乗継環境の改善  ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・駅待合室、バス停留所上屋・夜間照明、駐車場・駐輪場、路線バス等運行に配慮した道路等の整備 

ウ ダイヤ調整・共通乗車券等による乗継円滑化  ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・運行ダイヤの調整・統合、各モード共通乗車券・乗継割引等（幹線を中心とした相互利用誘導） 重③-ウ

エ 安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載 

・安全運行確保の堅持（点検・対策会議等）、接客等顧客サービスの向上（接客研修、乗車券販売拡大等） 

オ 市施策推進のための利用支援・運行協力等  ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・高齢者・障がい者・高校生・子ども・免許返納者等割引、市街地活性化・観光振興・防犯対策等の運行協力 

② 共通・連携した情報提供・ＰＲの改善

ア 運行情報の伝達強化   ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・総合的な運行情報の周知（案内表示改善、総合交通案内・地域別時刻表等作成配布、ＤＸ及びＧＸの活用等） 

ａ）公共交通ガイドブック作成・配布（全世帯・主要公共施設・田原駅・渥美病院等）… ◎継続・充実 

IC乗車券 点呼（アルコールチェック） 
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ｂ）校区別の電車・バス時刻表作成・配布 ※必要に応じて… ◎継続・充実 

ｃ）総合公共交通案内板設置（田原駅等）、主要バス停総合時刻表作成・掲示（渥美病院・市役所等） 

…  ◎継続・充実 

ｄ）市外の公共交通結節点における田原市誘導案内（豊橋駅・鳥羽駅等）… ◎継続・充実 

※豊橋～鳥羽等のつながり明示を検討 

ｅ）田原市ホームページに路線情報等掲載（各社サイトへのリンク含む）… ◎継続・充実 

ｆ）インターネットの路線等検索サイト情報掲載（GTFSデータ等）… ◎継続・充実 

ｇ）広域的なＭａａＳアプリの開発・普及への参画 … ★検討・実施 重⑨-イ、重⑩-イ

ｈ）その他必要な取組   

イ 目的に応じた利用・活用情報の提供   ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載  

・公共交通を活用した生活事例等の紹介（買物・通院、通勤・通学、観光等の利用情報・活用事例紹介） 

ａ）田原市観光マップ・観光案内図にバス停等公共交通利用情報の掲載 … ◎継続・充実 

ｂ）高校生・中学生向けの公共交通利用案内作成・配布 

   … ◎継続・充実 

ｃ）高校新入生に対する公共交通利用説明会開催 … ◎継続・充実 

ｄ）高齢者向けの公共交通利用案内作成・配布

 … ◎継続・充実 

ｅ）外国人住民向けに情報の多言語化等の作成・配布

 … ◎継続・充実 重⑤-イ

ｆ）サイクリスト向けに情報等の発信 … ★検討・実施 重④-ア

ｇ）その他必要な取組 

ウ 公共交通戦略計画・運行状況等の周知   ＝田原市地域公共交通会議の取組、各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・戦略計画・運行実績・問題点等の周知・理解と協力の促進（運行実績・問題点等）

ａ）田原市ホームページに公共交通コーナーを設け 

協議内容・運行情報を提供 … ◎継続・充実 

ｂ）広報たはら（全戸配布）に公共交通特集ページ（毎年1回）・ 

公共交通関係トピックスの掲載 … ◎継続・充実  

ｃ）各種アンケート調査等実施時に公共交通の現状・利用促進 

を周知 … ◎継続・充実 

ｄ）市政ほーもん講座等による公共交通の現状説明 

 … ◎継続・充実 

ｅ）その他必要な取組 

バスの乗り方（ベトナム語） 
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エ イベントによる公共交通利用のＰＲ  ＝田原市地域公共交通会議の取組、各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・ＰＲイベント実施（観光資源との連動、広域化連携、利用体験事業等） 

ａ）主要イベントにおける公共交通利用ＰＲ（市民まつり、エコフェスタ等） … ◎継続・充実 

ｂ）公共交通利用体験イベント実施（子ども・高齢者路線バス利用体験等） … ◎継続・充実 

ｃ）学習活動における公共交通利用体験（中学校総合学習等） … ◎継続・充実 

ｄ）観光資源と公共交通を連動させた施策やＰＲの実施 … ★検討・実施 重⑨-ア 

ｅ）その他必要な取組  

③ 共通・連携した取組を推進する体制の確立

ア 利用ニーズ・改善点等の把握  ＝田原市地域公共交通会議の取組、各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握  

ａ）公共交通に関する現状調査・分析（地域公共交通確保維持改善事業調査事業等）… ◎継続・充実 

ｂ）市内高校全生徒アンケート調査（３年ごと実施）… ◎継続・充実 

ｃ）市民意識調査（３年ごと実施）… ◎継続・充実 

ｄ）田原市地域コミュニティ連合会等地域団体との意見交換会（随時実施）… ◎継続・充実 

ｅ）市民提言箱（市役所・市民館・文化会館等）・インターネット意見募集 … ◎継続・充実 

ｆ）外国人に対するヒアリング等を通じた利用意向調査 … ★検討・実施 重⑤-ア

ｇ）その他必要な取組

イ 地域等による利用促進活動の促進 ＝各主体の取組内容は機能別向上策に掲載

・利用促進協議会等設置促進・活動支援 ≪個別機能対応≫ 

ａ）コミュニティ協議会による利用促進活動 … ◎継続・充実 

ｂ）高校バス利用促進改善検討会等設置等 … ★検討・実施 ◆実施 

ｃ）その他利用促進設置促進等に必要な取組

・企業・市民によるモビリティ・マネジメントの推進 

ｄ）臨海企業エコ通勤推進活動、田原市役所エコ通勤デー等 … ◎継続・充実 

・交通事業者による観光等地域活性化推進 

ｅ）交通事業者による観光事業展開・イベント開催等  … ◎継続・充実 

・交通事業者による観光事業等展開、観光推進組織参画（交通事業者社員派遣等）、イベント開催（主催・

共催等） 

ｆ）その他利用活性化推進の取組 

ウ 公共交通網形成体制の構築  ＝田原市地域公共交通会議の取組、行政の取組内容は機能別向上策に掲載

・公共交通機能間の協議・連携実施体制確立 

ａ）田原市地域公共交通会議設置・運営 … ◎継続・充実 

ｂ）テーマに応じた公共交通会議分科会設置・運営（防災対応、調査研究等）… ◎継続・充実 

ｃ）公共交通まちづくり推進ワーキング会議設置・運営（市役所関係課）… ◎継続・充実 

ｄ）その他公共交通機能間の協議等体制確立に必要な取組 

・地域公共交通確保維持改善事業の実施体制の構築 

ｅ）地域公共交通計画（地域間幹線、地域内フィーダー系統等）策定・実施 … ◎継続・充実 

ｆ）地域協働推進事業計画策定・実施 … ◎継続・充実 

ｇ）その他公共交通機能確保等に必要な取組 
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・東三河等広域連携による公共交通確保・維持・改善 

ｈ）鉄道・路線バス・タクシー協議会・フェリー等の確保等体制設置・運営 … ◎継続・充実 

※機能別向上策にて整理 

ｉ）東三河における公共交通確保等推進組織設置・運営  ・夏休み小学生５０円バス実行委員会等 

… ◎継続・充実 

ｊ）東三河等の広域での観光資源と公共交通を連動させた施策やPRの実施 … ★検討・実施 重⑨-ア・イ

ｋ）その他広域による公共交通確保等に必要な取組 

・公共交通確保経費に対する行政負担 

ｌ）地域公共交通確保維持改善事業関連の補助金交付（国・県・市）… ◎継続・充実 

ｍ）その他公共交通確保に必要な行政支援 

エ 国・県等との連携  ＝田原市地域公共交通会議の取組、行政の取組内容は機能別向上策に掲載  

・エリア一括協定運行事業等の支援策の活用検討 重⑫-ア

ａ）田原市地域公共交通会議等で検討 … ★検討・実施  

ｂ）その他連携において必要な取組 

・市単独では対応が困難な事案について、国等への支援拡充等の要望の検討 … ★検討・実施 重⑫-イ
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 ２  機能別の取組内容【機能別向上策】 

・幹線乗合交通、コミュニティ乗合交通、有償パーソナル交通及び政策交通において、各役割に応じた機能を確保

するための改善に取り組み、市内の公共交通網全体の効率性・有効性を高めます。

(1) 幹線乗合交通の取組                            

 移動手段の役割分担・連携の方針  

○機関 … 渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリー、名鉄海上観光船等

○確保 … 市内主要部と市外あるいは市内主要部間を結び、広域公共交通網の基軸としてまちづくり・地 

方針   域活性化を支える交通。交通事業者と市民・地域・行政と連携し、高・中水準の運行確保 

○区域 … 広域交通結節点の豊橋市街地・伊良湖港・鳥羽、及び市内３市街地・主要施設を結ぶ沿線地域 

○主体 … 計画・支援）県・市 運行）交通事業者 支援）国 協働）市民・地域・事業者・学校等 

○対応 … 都市形成（広域連携）及びニーズに応じた利便性・有効性の高い運行（ルート・ダイヤ・運賃

等）実現 ※特にサービス水準（利便性・定時性・速達性等）の向上

① 運行内容・運賃等の改善

ア 車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  ＝全体向上策①ア  

・鉄道車両、運行設備（駅舎・軌道・踏切・電気設備等）の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ａ）渥美線の車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｂ）利用拡大のための渥美線車両等環境改善（カラフルトレイン、サイクルトレイン等）… ◎継続・充実 

ｃ）その他鉄道運行設備等適正管理に必要な取組 

・バス車両、事務所、整備場等の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ｄ）伊良湖本線・支線等のバス車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｅ）利用拡大のためのバス車両等環境改善（ラッピングバス、サイクルラックバス等） 

… ◎継続・充実 重②-エ、重④-イ

ｆ）その他路線バス運行設備等適正管理に必要な取組 

車両（カラフルトレイン） 踏切・電路・軌道設備 サイクルトレイン 
（土・休日 終日  平日 10:00～14:59）

低床車両 ラッピングバス ノンステップバス 
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・海上交通船舶、運航設備、港湾等の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ｇ）伊勢湾フェリー等の船舶・運航設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｈ）港湾施設の整備・適正管理 … ◎継続・充実 ＜行政整備・管理＞

ｉ）その他海上交通運航設備等適正管理に必要な取組 

イ 駅・バス停留所等の待合・乗継環境の改善  ＝全体向上策①イ  

・鉄道駅待合室、駐車場・駐輪場の整備・環境維持  

ａ）渥美線各駅（三河田原・神戸・豊島・やぐま台）の駅舎・駐輪場・駐車場等の整備 

  … ◎継続・充実 ＜一部行政対応＞ 

・渥美線利用促進のための無料駐輪場整備・運営 

ｂ）田原駅南公共駐車場整備・運営（パーク＆ライド・駅送迎利用の促進）… ◎継続・充実 ＜行政対応＞ 

・施設収容３８０台（自動車：２時間まで無料） 

ｃ）公共交通利用者等に対するレンタサイクル整備・運営 ・三河田原駅等 … ◎継続・充実 

＜協働対応＞

ｄ）渥美線各駅（三河田原・神戸・豊島・やぐま台）の駅舎・待合環境の改善 … ◎継続・充実 

＜一部行政対応＞ 

ｅ）駅前ロータリー清掃活動・放置自転車対策など駅舎等待合環境の維持・向上 … ◎継続・充実 

＜協働対応＞ 

ｆ）その他鉄道利用のための環境改善に必要な取組

・路線バスの停留所上屋・ベンチ・夜間照明・駐輪場等の整備 

ｇ）伊良湖本線・支線停留所（上屋・ベンチ・夜間照明）・駐輪場等の改善 … ◎継続・充実  

＜交通事業者・行政・地域の協働＞ 

・バス停留所等整備方針策定、市バス停留所等整備事業、市バス停留所上屋等整備補助制度（交通事業

者・コミュニティ団体への支援） 

やぐま台駅駐輪場 三河田原駅舎１階「交流ひろば」 

田原野田バス停（行政） 渥美病院バス停（施設） 明神前バス停（地域） 

豊島駅待合室・改札機 
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・路線バス運行に配慮した道路整備等 

ｈ）伊良湖本線・支線バス等運行ルート適正化に対応した道路整備・改良等 … ★検討・実施 

＜行政対応＞ 

・バス通行のための道路改良、バス停車帯整備等 

ｉ）路線バス発着に対応した公共施設・商業施設等の改良・整備 ＜一部、行政対応＞

ｊ）その他路線バス利用のための環境改善に必要な取組

ウ ダイヤ調整・共通乗車券等による乗継円滑化  ＝全体向上策①ウ   

・渥美線・伊良湖本線・伊勢湾フェリー等の乗継時刻表作成・ダイヤ調整等 

ａ）豊橋・鳥羽間の乗継ダイヤ調整・時刻表作成（渥美線・伊良湖本線・伊勢湾フェリー） 

… ◎継続・充実 

ｂ）田原駅・保美等の乗継ダイヤ調整・時刻表作成（渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・ぐるりんバス等）

… ◎継続・充実 

ｃ）その他乗継ダイヤ調整・時刻表作成（渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・海上交通等） 

… ◎継続・充実 

・保美等交通結節点における伊良湖本線上下便と伊良湖支線上下便の乗継利用検討等

・共通乗車券・乗継割引の充実

ｄ）豊橋・鳥羽割引きっぷ（渥美線・伊良湖本線・伊勢湾フェリー）… ◎継続・充実 

ｅ）田原駅乗継割引・共通乗車券（渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線）… ◎継続・充実 

ｆ）その他乗継割引・共通乗車券（渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・ぐるりんバス・海上交通等） 

… ◎継続・充実 ★検討・実施 

・保美等交通結節点における伊良湖本線上下便から伊良湖支線上下便利用の割引検討等

・その他乗継利用の促進

ｇ）渥美線車内における乗継情報提供（アナウンス、時刻表掲示）… ◎継続・充実 

ｈ）伊良湖本線車内・伊勢湾フェリー船内における乗継利用者確認・連絡 … ◎継続・充実 

ｉ）その他乗継利用促進に必要な取組 

田原萱町バス停停車帯 市役所前バス停停車帯 

豊橋・鳥羽乗継時刻表 伊勢湾フェリー乗車口（伊良湖港） 
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エ 安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  ＝全体向上策①エ  

・安全運行確保の堅持（点検・対策会議等）

ａ）鉄道・路線バス・海上交通事業者による安全運行管理 … ◎継続・充実 

・高齢者等乗客の安全確保、事故防止対策（ドライブレコーダー導入等） 

ｂ）鉄道・路線バス・海上交通における防災対策の推進 … ◎継続・充実 

ｃ）その他安全運行確保に必要な取組 

・接客等顧客サービスの向上

ｄ）鉄道・路線バス・海上交通事業者による接客等サービス向上 … ◎継続・充実 

・接客研修、弁当・関連商品等の開発販売

ｅ）乗車券の販売体制拡大（各営業所、市役所等）… ★検討・実施 ◆一部実施 

・渥美線、伊良湖本線・支線、ぐるりんバス等の乗車券・回数券等共通販売の検討 

ｆ）運転手不足の解消による運行水準の確保… ★検討・実施 

ｇ）交通系ＩＣ決済等の導入 … ◆実施 重⑩-ウ

ｈ）その他サービス向上に必要な取組

オ 市施策推進のための利用支援・運行協力等  ＝全体向上策①オ   

・高齢者等外出支援策・まちなか等活性化策等を実現するための公共交通利用支援

ａ）伊良湖本線・支線における高齢者の外出支援策（元気パス制度）… ◎継続・充実 

ｂ）市による高齢者等の鉄道・バス利用支援（福祉鉄道・バス回数券交付事業）… ◎継続・充実 

＜協働対応＞ 

ｃ）市街地活性化等施策推進のために必要な取組 … ★検討・実施 

・観光振興策・防犯対策・教育施策等を実現するための公共交通運行協力等

ｄ）観光施設等経由ルート（休暇村等）・観光臨時便等運行 … ◎継続・充実 ★検討・実施 

ｅ）渥美線・路線バスによる市施策協力  … ◎継続・充実 

・渥美線・路線バスの車体・車内吊広告等によるＰＲ協力 

・こども１１０番バス、交通安全運動、大規模なイベント時の迂回・運休等

ｆ）小・中学校の通学利用 … ◎継続・充実 

・学校再編に伴う遠距離通学による増便等の検討・実施 

ｇ）その他市施策推進に必要な取組

カ 路線・結節点の見直し 

・伊良湖本線・支線における定時性・速達性・利便性向上のためのルート・結節点の改善 

ａ）伊良湖本線・支線の高校通学時バス停近接化（成章高校、福江高校）… ◎継続・充実 

ｂ）伊良湖支線の路線・結節点再検討（買い物等利便性の高い目的地への延伸に向けた需要調査等）

… ★検討・実施 重①-ア、重②-ア、重⑪-ア 

ｃ）伊良湖支線の維持が困難な場合の新しい交通モードの検討… ★検討・実施 重①-イ、重②-イ

ｄ）その他定時性・速達性等向上のために必要な取組 
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キ 運行水準の確保  

・渥美線・伊良湖本線・伊良湖支線・フェリー等の運行水準確保

ａ）渥美線における運行水準確保（約４便／時間）… ◎継続・充実 

ｂ）伊良湖本線における運行水準確保（約２便／時間）… ◎継続・充実 

ｃ）伊良湖支線における増便による運行水準向上（１便／２時間程度）… ◎継続・充実

ｄ）伊勢湾フェリー等海上交通における運航水準確保 … ◎継続・充実 

ｅ）高速乗合バスにおける運行水準確保（毎日運行）… ◎継続・充実 

ｆ）その他運行水準確保のために必要な取組

ク 運賃・回数券・定期券等の充実 

・伊良湖本線・支線の市街地同一運賃区間の見直し 

ａ）伊良湖本線・支線の田原・豊橋市街地同一運賃区間設定 … ◎継続・充実 

・田原駅前区間（近隣バス停）～豊橋市街地区間、豊橋駅前区間～田原市街地区間の同一運賃

ｂ）その他同一運賃区間設定に必要な取組

・回数券・定期券の充実 

ｃ）伊良湖本線・支線における各種回数券の充実 … ◎継続・充実 

ｄ）伊良湖本線・支線における元気パス制度 … ◎継続・充実 

ｅ）伊良湖本線・支線の長期通学定期（固定客確保の長期高割引定期実証実験）… ★検討・実施 

ｆ）伊良湖本線・支線の通学定期割引率の検討 … ★検討・実施 

ｇ）伊良湖本線・支線の通学費支援の検討 … ◎継続・充実  

ｈ）渥美線における回数券等 … ★検討・実施 

ｉ）その他回数券・定期券による利用促進に必要な取組 

② 情報提供・ＰＲの改善

ア 運行情報の伝達強化  ＝全体向上策②ア 

・利用ニーズに応じた運行情報の提供 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各路線の詳細時刻表・運賃表作成・配布  … ◎継続・充実 

・駅・公共施設・観光施設・病院等に掲示・配布（渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリー等） 

ｂ）インターネットによる各路線の詳細時刻・運賃等情報提供 … ◎継続・充実 

・市ホームページ（公共交通コーナー）の充実、各交通事業者ホームページへのリンク形成 

ｃ）駅・バス停掲示情報等の充実・明快化 … ◎継続・充実 

・片側設置バス停の案内表示

ｄ）バスロケーションシステム等を活用した路線運行情報等の発信 … ◎継続・充実 

ｅ）その他運行情報伝達強化に必要な取組 

伊良湖クリスタルポルト 
公共交通発着時刻案内

片側設置バス停の案内表示 

回数乗車券（路線バス） 
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イ 目的に応じた利用・活用情報の提供  ＝全体向上策②イ   

・幹線乗合交通を活用した移動・まちづくり推進等の事例紹介等 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）幹線乗合交通を利用した観光・市街地めぐり等の誘導（情報案内、マップ作成等）… ◎継続・充実 

・渥美線三河田原駅沿線マップ（徒歩編・自転車編）、スマートフォン観光情報検索アプリ等 

・フェリーによる伊勢参り案内パンフ等 

ｂ）その他利用・活用情報提供に必要な取組

ウ 公共交通戦略計画・運行状況等の周知  ＝全体向上策②ウ 

・幹線乗合交通の運行実績・問題点等の周知・理解・協力の促進 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各運行事業者による取組方針・整備計画・運行状況等公表 … ◎継続・充実 

・広報紙・インターネットホームページ等で現状を周知することによる共通理解・協力の促進 

ｂ）その他必要な取組 

エ イベントによる幹線乗合交通利用のＰＲ  ＝全体向上策②エ 

・幹線乗合交通のＰＲ・利用体験イベント等の実施 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各運行事業者による利用促進イベントの開催 … ◎継続・充実 

・観光・まちづくりイベント等と連携した利用促進イベント実施 

・夏休み親子渥美線及びバス体験教室の実施 

・高齢者に安心で便利であることを認識してもらうバス乗り方教室等の実施 重⑥-ウ

・車内・船内イベント開催（船内コンサート、スナメリウォッチ等） 

・カラフルトレイン関連イベント（スタンプラリー、関連商品作成・販売）等 

・サイクリスト等への利用促進イベント実施 重④-ア

・名鉄ハイキング、ＪＲさわやかウォーキング等誘致 

ｂ）その他必要な取組

③ 取組を推進する体制の確立

ア 利用ニーズ・改善点等の把握  ＝全体向上策③ア 

・アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）渥美線、伊良湖本線・支線、伊勢湾フェリー等利用実績把握（乗降調査等）… ◎継続・充実 

ｂ）利用者モニター等による現状調査（バスモニター会議、お客様相談窓口等）… ◎継続・充実 

ｃ）高校生の通学定期補助の利用実態分析等の実施 … ★検討・実施 重②-オ、重⑥-エ

ｄ）その他利用ニーズ・改善点把握に必要な取組

イ 地域等による利用促進活動の促進  ＝全体向上策③イ 

・幹線乗合交通利用促進協議会等設置促進・活動支援 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）福江高校・成章高校バス通学推進組織設置・活動支援  … ★検討・実施 

・バス停近接化・運賃等改善の課題調整、利用促進・ＰＲ活動 

ｂ）伊良湖支線利用促進組織設置・活動支援 … ★検討・実施 

・路線存続に向けた地域住民との意見交換の実施 重⑦-ア

ｃ）その他地域等による利用促進活動に必要な取組
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ウ 幹線乗合交通機能確保体制の構築  ＝全体向上策③ウ  

・幹線乗合交通確保に関する協議・連携実施体制確立 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）幹線乗合交通確保協議体制構築（公共交通会議分科会設置・運営含む）※必要に応じた取組 

・豊橋鉄道鉄軌道設備等整備推進協議会（渥美線、豊橋市内線） 

・愛知県公共交通会議バス対策部会（伊良湖本線・支線バス） 

・鳥羽伊良湖航路活性化協議会（伊勢湾フェリー） 

・その他必要に応じた協議・連携体制の構築 

ｂ）その他幹線乗合交通確保協議等に必要な取組

・幹線乗合交通確保経費に対する行政負担 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ｃ）幹線乗合交通確保に対する補助金交付（国・県・市）… ◎継続・充実 ★検討・実施 ◆実施 

・渥美線鉄道設備・駅舎等整備に対する支援 

・路線バス運行・車両等整備に対する支援 

・フェリー等海上交通利用促進等に対する支援 

・その他必要に応じた支援 

ｄ）その他幹線乗合交通確保に必要な行政支援
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(2) コミュニティ乗合交通の取組                       

 移動手段の役割分担・連携の方針  

○機関 … 田原市ぐるりんバス

○確保 … 集落地域内及び集落地域から市街地を運行し、地域の生活の足となるとともに、幹線乗合交通 

方針   と接続して広域苦境交通を補完する交通。コミュニティ協議会・市・交通事業者が協働し中・ 

低水準の運行確保 

○区域 … 幹線乗合交通が運行しない地区

○主体 … 計画）市・地域  運行）交通事業者（受託）  支援）国  協働）市民・地域等 

○対応 … コミュニティ協議会と市の協働による利用ニーズに応じた運行（ルート・ダイヤ・運賃設定等）

の実現 ※特に幹線乗合交通を補完し、地域ニーズ等に応じた移動確保

① 運行内容・運賃等の改善

ア 車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  ＝全体向上策①ア  

・車両、事務所等の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ａ）ぐるりんバス・地域乗合タクシー車両（バス・ワゴン車等）・運行設備の維持管理・改善・更新 

    … ◎継続・充実 

ｂ）利用拡大のためのバス車両等環境改善（ラッピングバス等）（イメージ向上・運行ＰＲ） 

… ◎継続・充実 

ｃ）ＥＶ車両等の導入… ★検討・実施 重⑩-ア

ｄ）その他バス・地域乗合タクシー運行設備等適正管理に必要な取組 

イ 駅・バス停留所等の待合・乗継環境の改善  ＝全体向上策①イ 

・バス停留所上屋・ベンチ・夜間照明・駐輪場等の整備 

ａ）ぐるりんバス・地域乗合タクシー停留所（上屋・ベンチ・夜間照明）・駐輪場等の改善 

… ◎継続・充実 ＜行政・地域協働＞ 

・バス停留所等整備方針、市バス停留所等整備事業、市バス停留場上屋等整備補助制度（コミュニティ

団体への支援） 

ｂ）利用者ニーズに合わせたバス停設置 ★検討・実施 重①-ウ

・バス運行に配慮した道路整備等 

ｃ）ぐるりんバス運行ルート適正化に対応した道路整備・改良等

・バス通行のための道路改良、バス停車帯整備等 

ｄ）その他ぐるりんバス等利用のための環境改善に必要な取組

・バス発着スペース確保等 

ぐるりんバス車両（市所有）ラッピングバス ぐるりんミニバス車両（市所有） 
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ウ ダイヤ調整・共通乗車券等による乗継円滑化  ＝全体向上策①ウ

・幹線乗合交通等に合わせたぐるりんバスのダイヤ調整等  

ａ）伊良湖本線・支線とぐるりんバス路線の乗継ダイヤ調整・時刻表作成… ◎継続・充実 

ｂ）市街地循環バスとぐるりんバス路線の乗継ダイヤ調整・時刻表作成    … ◎継続・充実 

ｃ）その他乗継ダイヤ調整・時刻表作成

・共通乗車券・乗継割引の導入

ｄ）伊良湖本線・支線、市街地循環バス等への乗継誘導（乗継割引）… ★検討・実施 重②-ウ、重③-ア

ｅ）その他乗継割引・共通乗車券導入

エ 安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  ＝全体向上策①エ   

・安全運行確保の堅持（点検・対策会議等）

ａ）ぐるりんバスの安全運行管理 … ◎継続・充実 

・高齢者等乗客の安全確保、事故防止対策（ドライブレコーダー導入等） 

ｂ）ぐるりんバスの防災対策の推進 … ◎継続・充実 

ｃ）その他安全運行確保に必要な取組 

・接客等顧客サービスの向上

ｄ）ぐるりんバスによる接客等顧客サービス向上 … ◎継続・充実 

ｅ）乗車券の販売体制確立（各営業所、市役所、市民館等）… ★検討・実施 ◆実施 

ｆ）ＱＲコード決済等の導入… ◆実施 重⑩-ウ

ｇ）その他サービス向上に必要な取組 

オ 市施策推進のための利用支援・運行協力等  ＝全体向上策①オ 

・高齢者等外出支援策・子育て支援・まちなか等活性化策等を実現するための公共交通利用支援

ａ）子育て支援策としての小学生以下運賃の無料化 … ◎継続・充実 

ｂ）市による高齢者等のバス利用支援（福祉バス回数券交付事業）… ◎継続・充実 

ｃ）市街地活性化等施策推進のために必要な取組 … ★検討・実施 

・観光振興策・防犯対策・教育施策等を実現するための公共交通運行協力等

ｄ）公共施設・病院・観光施設等経由ルート運行 … ◎継続・充実 ★検討・実施 

ｅ）ぐるりんバスによる市施策協力・こども１１０番バス、交通安全運動、迂回・運休等 … ◎継続・充実 

ｆ）小・中学校再編に伴う通学利用 … ★検討・実施 ◆一部実施 

ｇ）その他市施策推進に必要な取組
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カ 運行基準見直し・適正運行  

・ぐるりんバスの運行基準見直し（幹線乗合交通競合回避等） 

ａ）ぐるりんバス運行基準策定（見直し） … ◎継続・充実 

・ぐるりんバスの新設・廃止検討基準等運行条件整理 

◇幹線乗合交通とコミュニティ乗合交通の競合回避のため、基本的には、市街地からの路線競合地域

では伊良湖本線・支線に接続（乗継利用）

◇田原市街地内の観光施設や商業施設及び公共施設を廻る市街地循環バスを設置

※利用実績の多い渥美病院・田原駅・セントファーレ・図書館・市役所・福祉センターのバス停に

はぐるりんバスも乗入 

◇路線距離・便数・時間帯・運行車両・運行基準（最低利用者数等）を設定 

 ※運行基準は集落内生活利便性（商店等状況）を反映 

・改善・廃止検討基準の明確化（改善猶予期間設定） 

ｂ）ぐるりんバス実証運行 … ◎継続・充実 

・実証運行実施手順の整理、実証運行の実施 

ｃ）ぐるりんバスの本格実施・運行改善の実施 … ◎継続・充実 

・実証運行から本格運行への移行、地域ニーズ等に応じた運行改善の実行 

ｄ）ぐるりんバスの運行基準に基づく改善・廃止の実行 …  ★検討・実施 ◆一部実施 

・改善・廃止検討基準のコミュ二ティ協議会との情報共有、改善猶予期間の利用促進活動支援 

キ 運行内容（ルート・ダイヤ等）の設定・見直し     

・市とコミュニティ協議会による運行内容の設定・見直し

ａ）市とコミュニティ協議会による運行ルート・ダイヤ等の設定・見直し 

… ◎継続・充実 ★検討・実施 ◆実施 重③-イ

・運行基準（運行条件）、利用ニーズ・利用実績に応じた運行ルート・バス停・ダイヤ等の設定 

・交通事業者は、運行ルート・ダイヤ検討に必要な資料提供等に協力 

ｂ）デマンド運行等の導入調査の実施 …  ★検討・実施 重①-エ

ク 運賃見直し、回数券・定期券等割引制度の見直し  

・運賃の見直し 

ａ）一乗車運賃制２００円（一部の路線を除く） … ◎継続・充実 

・幹線乗合交通との競合回避、市街地循環バスと相互連携（ネットワークの整合性確保） 

ｂ）子ども運賃の無料化 … ◎継続・充実 

・小学生以下運賃無料の継続 

ｃ）高齢者運賃の割引 … ★検討・実施 重⑥-ア・イ

・回数券・定期券の充実 

ｃ）ぐるりんバスの回数券・定期券の導入 … ◎継続・充実 

ｄ）その他回数券・定期券による利用促進に必要な取組
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② 情報提供・ＰＲの改善

ア 運行情報の伝達強化  ＝全体向上方針②ア   

・利用ニーズに応じた運行情報の提供 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各路線の詳細時刻表等作成・配布 … ◎継続・充実 

・ポケット版ぐるりんバス時刻表作成・配布（三河田原駅・主要公共施設・渥美病院等） 

ｂ）地域内各種団体等への利用方法等ＰＲ … ◎継続・充実 

・老人クラブ、自治会等総会における利用ＰＲ 

ｃ）インターネットによる各路線の詳細時刻・運賃等情報提供 … ◎継続・充実 

ｄ）バス停掲示情報等の充実・明快化 … ◎継続・充実 

ｅ）その他運行情報伝達強化に必要な取組

イ 目的に応じた利用・活用情報の提供  ＝全体向上方針②イ 

・コミュニティ乗合交通を活用した移動・生活等の事例紹介等 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）コミュニティ乗合交通を利用した生活や利用方法の提示（会報、チラシ、見どころマップ作成等） 

… ◎継続・充実  

ｂ）その他利用・活用情報提供に必要な取組

ウ 公共交通戦略計画・運行状況等の周知  ＝全体向上方針②ウ    

・コミュニティ乗合交通の運行実績・問題点等の周知・理解・協力の促進  

※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）市・各コミュニティ協議会等による取組方針・整備計画・運行状況等公表 … ◎継続・充実 

・広報紙・インターネットホームページ等で現状を周知することによる共通理解・協力の促進 

・市民館・地区自治会集会所への利用実績パネル掲示等 

ｂ）その他必要な取組

エ イベントによるコミ乗合交通利用のＰＲ  ＝全体向上方針②エ  

・コミュニティ乗合交通のＰＲ・利用体験イベント等の実施 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）市・コミュニティ協議会による利用促進イベントの開催 … ◎継続・充実 

・集客イベントでの周知、関連商品開発、ギャラリーバス事業等、沿線ハイキング、サイクリング、買

い物ツアー等 

・高齢者に安心で便利であることを認識してもらうバス乗り方教室等の実施 重⑥-ウ

ｂ）その他必要な取組

ハロウィンぐるりん 市民まつりバス展示 
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③ 取組を推進する体制の確立

ア 利用ニーズ・改善点等の把握  ＝全体向上策③ア 

・アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）ぐるりんバス各路線の利用実績・運行収支把握・課題分析（年次報告書作成）… ◎継続・充実 

・各路線利用総人数・便別平均利用人数・運賃等収入・運行経費等を把握し、改善が必要な事項を整理 

ｂ）各校区における利用ニーズ・利用実態調査による課題対応策の検討 … ◎継続・充実 

・アンケート、グループヒアリング等により課題対応を検討 

ｃ）その他利用ニーズ・改善点把握に必要な取組

イ 地域等による利用促進活動の促進  ＝全体向上策③イ  

・コミュニティ乗合交通利用促進協議会等設置促進・活動支援 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）コミュニティ協議会による利用促進（確保・維持・改善）組織設置・活動支援 

    … ◎継続・充実 ★検討・実施 ◆実施 

・コミュニティ乗合交通運行基準に基づくぐるりんバスのル

ート・ダイヤ設定等検討 

・各地区での利用促進協議会等の組織づくり（校区まちづく

り推進計画への位置付け） 

・路線カルテの作成による情報共有 

・利用促進・ＰＲ活動 

ｂ）その他地域等による利用促進活動に必要な取組  

ウ コミュニティ乗合交通機能確保体制の構築  ＝全体向上策③ウ  

・コミュニティ乗合交通確保に関する協議・連携実施体制確立 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）コミュニティ乗合交通確保協議体制構築（公共交通会議分科会設置・運営含む）

※必要に応じた取組 

ｂ）その他コミュニティ乗合交通確保協議等に必要な取組

・コミュニティ乗合交通確保経費に対する行政負担 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ｃ）コミュニティ乗合交通確保に関する行政負担（市運営費・地域補助等）… ◎継続・充実 

ｄ）その他コミュニティ乗合交通確保に必要な行政負担 

路線カルテ 
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(3) 有償パーソナル交通の取組                         

 移動手段の役割分担・連携の方針 

○機関 … タクシー、福祉有償運送、貸切バス、レンタカー、レンタサイクル（有償）等

○確保 … 交通事業者等が主体となり、ドア・ツー・ドア等、幹線・コミュニティ乗合交通で対応できな 

方針   い移動を担う交通。行政・地域等の協働により、必要十分な水準の運行を確保 

○区域 … 市内全域 

○主体 … 計画・運行）交通事業者・福祉団体等  協働）市民・地域・事業者・行政等 

○対応 … ニーズに応じたサービス提供・運行、利用しやすさの向上・きっかけづくり  

※特に利用特性に応じた充実や利用しやすさの向上

① 運行内容・運賃等の改善

ア 車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  ＝全体向上策①ア   

・タクシー車両・運行設備の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ａ）タクシー車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｂ）車両のラッピング（外装）等による利用環境改善（イメージ向上・ＰＲ）… ◎継続・充実 

ｃ）その他タクシー運行設備等適正管理に必要な取組

・福祉有償運送車両・運行設備の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ｄ）福祉有償運送車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｅ）福祉有償運送車両のラッピング（外装）等による利用環境改善（イメージ向上・運行ＰＲ） 

… ◎継続・充実 

ｆ）その他福祉有償運送運行設備等適正管理に必要な取組

・レンタサイクル・レンタカー等（有料使用）の車両・運行設備の維持管理・改善・更新 

ｇ）レンタサイクル等車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 重⑨-ウ

ｈ）レンタサイクル等車両のラッピング（外装）等による利用環境改善（イメージ向上・運行ＰＲ） 

… ◎継続・充実 

ｉ）その他レンタサイクル等運行設備等適正管理に必要な取組

福祉有償運送車両 タクシー車両 
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イ 駅等の待合・乗継環境の改善  ＝全体向上策①イ

・タクシー・福祉有償運送の待合スペース・待機所等の整備 

ａ）田原駅、渥美病院等の待合スペース・のりば・待機所等の整備 … ◎継続・充実 

ｂ）その他タクシー利用環境改善に必要な取組 

・レンタサイクル・レンタカー等の利用環境の整備 

ｃ）駐輪場等施設・貸出体制の整備 … ◎継続・充実 

ｄ）その他レンタサイクル等利用環境改善に必要な取組

・有償パーソナル交通の利用に配慮した公共施設等整備 

ｅ）タクシー等有償パーソナル交通利用に対応した公共施設等の改良・のりば整備

ｆ）その他有償パーソナル交通利用のための環境改善に必要な取組

ウ 共通乗車券等による乗継円滑化  ＝全体向上策①ウ  

・共通乗車券・乗継割引の充実

ａ）乗継割引・共通乗車券の導入 … ★検討・実施 

ｂ）その他乗継利用促進に必要な取組

エ 安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  ＝全体向上策①エ 

・安全運行確保の堅持（点検・対策会議等）

ａ）運行事業者による安全運行管理 … ◎継続・充実 

ｂ）タクシー等における防災対策の推進 … ◎継続・充実  

ｃ）その他安全運行確保に必要な取組

・接客等顧客サービスの向上

ｄ）運行事業者による接客等顧客サービス向上 … ◎継続・充実 

ｅ）観光タクシー運行等のニーズに応じたサービス提供 … ◎継続・充実 ★検討・実施  

ｆ）タクシー運転手不足の解消による運行水準の確保… ★検討・実施 

ｇ）交通系ＩＣコード決済等の導入… ★検討・実施 重⑩-ウ

ｈ）その他サービス向上に必要な取組

渥美病院タクシーのりば 待機所 豊鉄タクシー田原営業所 

伊良湖クリスタルポスト・レンタサイクル 
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オ 市施策推進のための利用支援・運行協力等  ＝全体向上策①オ  

・高齢者等外出支援策・まちなか等活性化策等を実現するための公共交通利用支援

ａ）市による高齢者等のタクシー・福祉有償運送利用支援（福祉タクシー券等交付事業） 

… ◎継続・充実 ＜協働対応＞ 

ｂ）タクシー事業者による高齢者外出支援・交通安全対策（免許返納割引等）… ★検討・実施 ◆実施 

ｃ）市街地活性化等施策推進のために必要な取組 … ★検討・実施 

・観光振興策・防犯対策・教育施策等を実現するための公共交通運行協力等

ｄ）タクシー事業者等による市施策協力 … ◎継続・充実 

ｅ）その他市施策推進に必要な取組

カ 需要に応じた配車確保 

・タクシー配車・観光タクシー・福祉有償運送・レンタカー等の充実

ａ）渥美地域等タクシー配車の充実 … ◎継続・充実 

ｂ）観光地待機・送迎輪番制等による確保体制構築等 … ★検討・実施 

ｃ）タタクシー等の輸送量不足を解消するための手段の検討サブスクリプションサービスやデマンド交通、

ライドシェア等の導入調査の実施… ★検討・実施 重⑦-ア

ｄ）その他配車確保に必要な取組

② 情報提供・ＰＲの改善

ア 運行情報の伝達強化  ＝全体向上策②ア  

・利用ニーズに応じた運行情報の提供 

ａ）タクシー標準運賃エリア図作成等（概算運賃提示）… ◎継続・充実 ★検討・実施 

・主要施設・駅・地域間の概算運賃を示すことによる不安感の低下 

ｂ）インターネットによる配車状況等情報提供 … ◎継続・充実 

ｃ）公共施設・駅等への運行情報掲示・連絡体制充実 … ◎継続・充実 

・直通電話設置（渥美病院）、呼び出し電話番号表示等 

ｄ）その他運行情報伝達強化に必要な取組

イ 目的に応じた利用・活用情報の提供  ＝全体向上策②イ 

・有償パーソナル交通を活用した移動・まちづくり推進等の事例紹介等 

※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）タクシー・レンタサイクル等を利用した観光・市街地めぐり等の 

誘導（情報案内、マップ作成等）… ◎継続・充実  

ｂ）その他利用・活用情報提供に必要な取組 

伊良湖クリスタルポルト タクシーのりば 
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ウ 公共交通戦略計画・運行状況等の周知  ＝全体向上策②ウ 

・有償パーソナル交通の運行実績・問題点等の周知・理解・協力の促進  

※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各運行事業者による取組方針・整備計画・運行状況等公表 … ◎継続・充実 

・広報紙・インターネットホームページ等で現状を周知することによる共通理解・協力の促進 

ｂ）その他必要な取組

エ イベントによる有償パーソナル交通利用のＰＲ  ＝全体向上策②エ 

・有償パーソナル交通のＰＲ・利用体験イベント等の実施 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）各運行事業者による利用促進イベントの開催 … ◎継続・充実 ★検討・実施 

・市民館での一日タクシー営業所開設等 

ｂ）その他必要な取組

③ 取組を推進する体制の確立

ア 利用ニーズ・改善点等の把握  ＝全体向上策③ア 

・アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）タクシー等利用実績把握 … ◎継続・充実 

ｂ）利用者アンケート等による現状調査（お客様相談窓口等）… ◎継続・充実 

ｃ）その他利用ニーズ・改善点把握に必要な取組 

イ 地域等による利用促進活動の促進  ＝全体向上策③イ 

・地域団体等による利用促進・活動支援 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）地域団体・福祉団体による利用促進体制構築・活動支援  … ★検討・実施 

・コミュニティ協議会・自治会単位のタクシー共同利用活動等、利用促進・ＰＲ活動 

ｂ）その他地域等による利用促進活動に必要な取組 

ウ 有償パーソナル交通機能確保体制の構築  ＝全体向上策③ウ 

・有償パーソナル交通確保に関する協議・連携実施体制確立 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）有償パーソナル交通確保協議体制構築（公共交通会議分科会設置・運営含む）… ◎継続・充実 

※必要に応じた取組

・東三河南部交通圏タクシー準特定地域協議会 

・田原市福祉有償運送運営協議会 

ｂ）その他有償パーソナル交通確保協議等に必要な取組

・有償パーソナル交通確保経費に対する行政負担 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ｃ）有償パーソナル交通確保に必要な行政支援
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(4) 政策交通の取組                             

 移動手段の役割分担・連携の方針  

○機関 … 市街地循環バス、市スクールバス、市公共施設送迎車（無料）、市送迎バス（広報・団体利用等）

イベント送迎バス、無料レンタサイクル等

○確保 … 市街地活性化、福祉、観光、教育等の施策を実現するための移動を市担当課が主体となり、 

方針   関係者と連携・協力しながら必要十分な水準で運行確保 

○区域 … 田原市街地、遠距離通学地域等（市の各施策内容に応じた地域） 

○主体 … 計画）市各部  運行）市・交通事業者（受託）  協働）市民・地域等 

○対応 … 幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担、公共交通不便地域の移動確保 

※特に乗合交通を補い、施策に応じた移動確保

① 運行内容・運賃等の改善

ア 車両・運行設備等の維持管理・改善・更新  ＝全体向上策①ア       

・市街地循環バス車両、事務所等の維持管理・改善（バリアフリー・耐震化等）・更新 

ａ）市街地循環バス車両・運行設備の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｂ）市街地循環バス車両の（外装）等による利用環境改善（イメージ向上・運行ＰＲ） 

… ◎継続・充実 

ｃ）その他市街地循環バス運行設備等適正管理に必要な取組

・スクールバス・市施設送迎バス・レンタサイクル等車両の維持改善・適正管理・更新 

ｄ）スクールバス車両等の維持管理・改善・更新 … ◎継続・充実 

ｅ）その他スクールバス等の運行設備等適正管理に必要な取組

イ 駅・バス停留所等の待合・乗継環境の改善  ＝全体向上策①イ 

・市街地循環バスのバス停留所上屋・ベンチ・夜間照明等の整備 

ａ）市街地循環バス停留所（上屋・ベンチ・夜間照明）等の改善（道路整備・改良を含む。） 

    … ★検討・実施 ◆実施 

・バス停留所等整備方針策定、市バス停留所等整備事業 

ｂ）その他市街地循環バスの待合・乗継環境改善に必要な取組

・スクールバス・市施設送迎バス・レンタサイクル等待合環境の整備 

ｃ）スクールバス等待合環境の整備 … ◎継続・充実 ◆一部実施 

ｄ）レンタサイクル等利用環境の整備 … ◎継続・充実 ◆一部実施 

ｅ）その他スクールバス等待合環境改善に必要な取組 

レンタサイクル・ステーション 



第 3章 施策展開 

82

・スクールバス・市施設送迎バス・レンタサイクル等の利用に配慮した公共施設等整備 

ｆ）スクールバス等発着・レンタサイクルの駐輪等に対応した公共施設等の改良・整備 

 … ★検討・実施 一部実施 

ｇ）その他政策交通利用のための環境改善に必要な取組

ウ ダイヤ調整・共通乗車券等による乗継円滑化  ＝全体向上策①ウ 

・市街地循環バスと幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通の乗継円滑化  

ａ）市街地循環バスと幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通の乗継ダイヤ調整・時刻表作成 

… ★検討・実施 ◆実施 

ｂ）その他市街地循環バスの乗継円滑化に必要な取組

・運行内容（運行時間帯等）に応じた相互（片道）利用推進 ※幹線乗合交通を最優先利用 

・共通乗車券・乗継割引の導入

ｃ）市街地循環バスと幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通の乗継誘導（乗継割引）… ★検討・実施 

ｄ）その他乗継割引・共通乗車券導入

エ 安全運行確保・接客等顧客サービスの向上  ＝全体向上策①エ 

・安全運行確保の堅持（点検・対策会議等）

ａ）市街地循環バス・スクールバス等の安全運行管理 … ◎継続・充実 

ｂ）市街地循環バス・スクールバス等の防災対策の推進 … ◎継続・充実 

ｃ）その他安全運行確保に必要な取組

・接客等顧客サービスの向上

ｄ）市街地循環バス・スクールバス等の接客等顧客サービス向上 … ◎継続・充実 

ｅ）市街地循環バス乗車券等の販売体制確立（各営業所、市役所等）… ◎継続・充実 

ｆ）その他サービス向上に必要な取組

オ 市施策推進のための利用支援・運行協力等  ＝全体向上策①オ     

・政策交通における市施策推進

ａ）市街地循環バスにおける高齢者外出支援 … ★検討・実施 

ｂ）市街地循環バスにおける子育て支援（小学生以下運賃無料化）… ◎継続・充実 

ｃ）他分野の施策への協力 … ◎継続・充実 

・車体・車内吊広告、こども１１０番バス、交通安全運動、大規模なイベント時の迂回・運休等

ｄ）その他市施策推進に必要な取組

カ 市街地循環バスの運行  

・市街地循環バスの運行 

ａ）市街地循環バス運行基準策定 … ◎継続・充実

・市街地循環バスの運行計画整理（路線ルート・便数・時間帯・運行車両・改善手順等設定） 

・ぐるりんバスの市街地ルートの簡素化・効率化を図るための市街地内運行部分を独立化 

・田原市街地内の観光施設や商業施設及び公共施設を廻る市街地循環バスを設定  

※市街地内の移動性向上・まちの活性化を考慮したルート設定（関係者の意見反映） 
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ｂ）運賃設定 … ★検討・実施 一部実施

・一乗車１００円運賃（小学生以下無料） 

・幹線乗合交通利用や市街地活性化施策と連動した利用誘導策（割引等）検討 

・市街地均一運賃（伊良湖本線・支線２００円）の見直し 

ｃ）その他市街地循環バスの運行に必要な取組

・市街地循環バスによる市街地活性化の取組推進 

ｄ）市街地循環バスによる市街地活性化等施策推進の取組 … ★検討・実施 

ｅ）その他市街地循環バスによるまちづくり推進効果を向上させる取組 

キ 施策に応じた市送迎バスの運行水準確保  

・市公共施設送迎バス（ライフランド巡回バス）の運行 

ａ）市公共施設送迎バスの運行方針の明確化 … ★検討・実施 ◆実施 

・公共施設利用（あつみライフランド）による施策推進のための移動確保 

・路線ルート・便数・時間帯・運行車両等設定  

・無料送迎（各施策経費で負担） 

ｂ）市公共施設送迎バスによる幹線乗合交通等の補完機能実現 … ◎継続・充実 

・交通不便地域における幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通の運行に至らない移動ニーズに対応 

・コミュニティ乗合交通等沿線地域における市公共施設送迎バスの運行廃止（中山・八王子） 

ｃ）市公共施設送迎バスの運行効率化等に必要な取組

・市送迎バスの運行 

ｄ）市送迎バスの運行方針の明確化 … ◎継続・充実 ★検討・実施 

・市施策推進に必要な行政視察・各種団体等の多人数移動に対応  

※中型バス１台・マイクロバス１台を先着順利用 

・無料送迎（総合管理経費で負担） 

ｅ）市送迎バスの運行効率化等に必要な取組

・市イベント送迎バスの運行 

ｆ）市イベント送迎バスの運行方針の明確化 … ◎継続・充実 ★検討・実施 

・市施策推進に必要なイベントの円滑な移動を確保 ※可能な限り幹線乗合交通等利用策を検討 

・無料送迎（各施策経費で負担） 

ｇ）市イベント送迎バスの運行効率化等に必要な取組

② 情報提供・ＰＲの改善

ア 運行情報の伝達強化  ＝全体向上策②ア 

・各施策に応じた運行情報の提供 

ａ）施策内容と合わせた運行情報提供 … ◎継続・充実 

ｂ）その他運行情報伝達強化に必要な取組
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イ 目的に応じた利用・活用情報の提供  ＝全体向上策②イ 

・各施策を実現するための活用事例紹介等 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）政策交通を利用した生活や利用方法の提示（広報たはら、チラシ、活動マップ作成等） 

… ◎継続・充実  

ｂ）レンタサイクル等の利用時間や利用方法の周知 … ★検討・実施 重④-ア

ｃ）その他利用・活用情報提供に必要な取組 

ウ 公共交通戦略計画・運行状況等の周知  ＝全体向上策②ウ    

・各政策交通の運行実績・問題点等の周知・理解・協力の促進 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）政策交通の取組方針・整備計画・運行状況等公表 … ◎継続・充実 

・広報紙・インターネットホームページ等で現状を周知することによる共通理解・協力の促進 

ｂ）その他必要な取組

エ イベントによる政策交通利用のＰＲ  ＝全体向上策②エ  

・各政策交通のＰＲ・利用体験イベント等の実施 ※全体的取組は地域公共交通会議対応

ａ）市担当課・利用者団体等による利用促進イベントの開催 … ◎継続・充実 

・集客イベントでの周知、買い物ツアー等 

ｂ）その他必要な取組

③ 取組を推進する体制の確立

ア 利用ニーズ・改善点等の把握  ＝全体向上策③ア   

・アンケート調査等による利用ニーズ・改善点の把握 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）政策交通の利用実績・運行収支把握・課題分析（年次報告書作成）… ◎継続・充実 

・利用人数・便別平均利用人数・運賃等収入・運行経費等を把握し、改善が必要な事項を整理 

ｂ）施策対応における移動確保のあり方・対応策の検討 … ◎継続・充実 

・幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通の利用転換を含む 

ｃ）その他利用ニーズ・改善点把握に必要な取組

イ 地域等による利用促進活動の促進  ＝全体向上策③イ  

・各施策の関連団体等による利用促進活動の展開 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）各施策の推進と合わせた利用促進（確保・維持・改善）活動・活動支援 

    … ◎継続・充実 ★検討・実施 

・市街地活性化組織による利用促進活動等 

ｂ）その他地域等による利用促進活動に必要な取組

ウ 政策交通機能確保体制の確立  ＝全体向上策③ウ  

・政策交通確保に関する協議・連携実施体制確立 ※全体的取組は地域公共交通会議対応 

ａ）政策交通確保協議体制構築（公共交通会議分科会設置・運営含む）… ★検討・実施 ◆実施 

※必要に応じた取組 

ｂ）その他政策交通確保協議等に必要な取組

・政策交通確保経費の確保 ※地域公共交通会議対応 

ｃ）政策交通確保に関する行政負担の適正化 … ◎継続・充実  
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(5) その他移動確保の取組                           

 移動手段の役割分担・連携の方針  

○機関 … 通勤・通学・通園・ホテル・飲食店送迎、地域福祉団体・コミュニティ協議会の助け合い活動

○確保 … 各公共交通のほか、企業活動における顧客や従業員の移動確保、社会福祉協議会等の福祉団体・ 

方針   地域における助け合いによる移動確保を促進 

○区域 … 市内全域 

○主体 … 計画運行）事業者・地域福祉団体・コミ協議会等  協働）市民・地域・事業者・学校等 

○対応 … 活動しやすい環境づくり、マイカー利用からの転換、地域コミュニティ活動の活性化

① 公共交通と連携した移動確保

○事業者・地域等の単独・共同による移動確保のための環境整備等 … ◎継続・充実 

② マイカーからの乗換活動等ＰＲ

○事業者・地域等の単独・共同による移動確保の取組事例紹介 … ◎継続・充実 

③ 各種移動手段を確保する体制構築

○事業者・地域等の単独・共同による移動確保を推進する体制構築 … ◎継続・充実  

○助け合い等による二次交通の充実 …★検討・実施 重⑨-ウ
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参考  運行内容比較表  
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参考  運行内容比較表  
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第４章  公的補助等バス路線      

 １  公的補助等バス路線一覧   

令和２年１１月改正の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」により、乗合バスが地域公共交通確保維持

事業の支援を受けるためには計画における補助系統等の位置づけが要件となったため、公的補助等バス路線を路線の

必要性と共に整理したもの（令和５年９月１日時点）を、以下に示します。

(1) 必要性の区分                                

ＮＯ 区分 必要性 

① 
幹線乗合交通（路線バス） 

〇地域間幹線幹線系統 

市内市街地と市外あるいは市内主要部間を結び、広域公共交通網の基軸として

まちづくり・地域活性化を支える交通。交通事業者と市民・地域・行政と連携し、

高・中水準の運行を確保するバス路線であり、通勤や通学などを主な目的として

市街地間で移動に必要な路線である。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

② 
幹線乗合交通（路線バス） 

〇市単独 

市内市街地と市外あるいは市内主要部間を結び、広域公共交通網の基軸として

まちづくり・地域活性化を支える交通。交通事業者と市民・地域・行政と連携し、

高・中水準の運行を確保するバス路線であり、通勤や通学などを主な目的として

市街地間で移動に必要な路線である。 

③ 
コミュニティ乗合交通（ぐるりんバス） 

〇地域内フィーダー系統 

集落地域内及び集落地域から市街地を運行し、地域の生活の足となるととも

に、幹線乗合交通と接続して広域公共交通を補完する交通。コミュニティ協議会・

市・交通事業者が協働し、中・低水準の運行を確保するバス路線であり、通学・

買い物・通院等で利用される路線である。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

④ 
コミュニティ乗合交通（ぐるりんバス） 

〇市単独 

集落地域内及び集落地域から市街地を運行し、地域の生活の足となるととも

に、幹線乗合交通と接続して広域公共交通を補完する交通。コミュニティ協議会・

市・交通事業者が協働し、中・低水準の運行を確保するバス路線であり、通学・

買い物・通院等で移動に必要な路線である。 

⑤ 
政策交通（市街地線） 

〇地域内フィーダー系統 

市街地活性化、福祉、観光、教育等の政策目標を実現するための交通。市担当

課が主体となり、関係者と連携・協力し運行を確保するバス路線であり、買い物・

通院等で利用される路線である。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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(2) 公的補助等バス路線一覧（令和５年９月１日時点）               

路線名 系統 
事業 

許可 

運行 

態様 

実施 

主体 

区分・必要性／ 

対応路線 
交付者 

伊良湖支線 渥美病院～堀切～保美 

４条 

乗合 

路線定期 

運行 

豊鉄バス 

株式会社 

①／Ｂ 

国・県・市 

伊良湖本線 

渥美病院～江比間～保美～伊良湖岬 

渥美病院～保美～中里～伊良湖岬 

①／Ａ 豊橋～田原駅～保美 

渥美病院～江比間～保美 

田原駅前～江比間～保美 
国・市 

渥美支所～保美 

②／Ａ 市 

保美～伊良湖岬 

市街地線 

田原駅～滝頭公園～渥美病院～田原駅 

豊鉄ミデイ 

株式会社 

⑤／Ｃ 

国・市 

田原駅～渥美病院～滝頭公園～田原駅 

田原駅～滝頭公園～田原駅 

童浦線 

片西南～笠山公園～田原駅～渥美病院 

③／Ｄ 

片西南～田原駅～渥美病院 

ｻﾝﾃﾊﾟﾙｸ線 

芦集会所～田原駅～渥美病院 ③／Ｅ 

桜橋～芦集会所 ④／Ｅ 市 

表浜線 

左回り 

百々～田原駅～図書館 

渥美交通 

株式会社 
③／Ｆ 国・市 

図書館～東ケ谷～百々～図書館 

図書館～東ケ谷～百々～田原駅 

表浜線 

右回り 

東ケ谷～田原駅～図書館 

図書館～百々～東ケ谷～図書館 

図書館～百々～東ケ谷～田原駅 

中山線 

渥美支所～レイ前～渥美支所 

豊鉄タクシー 

株式会社 
④／Ｇ 市 

小中山～レイ前～渥美支所 

渥美支所～レイ前～渥美支所 

渥美支所～レイ前～渥美支所 

渥美支所～レイ前～渥美支所 
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(３) 公的補助等バス路線の対応路線図（令和５年９月１日時点）   
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 第５章  推進体制            

 １  推進体制 

(1) 総合連携体制                              

① 地域公共交通会議の設置

○本計画に掲げる将来像・目標・方針を実現するための総合調整・連携施策実施の場として、次に掲げる市民・

地域・各種団体、交通事業者、行政機関、学識経験者等で構成する田原市地域公共交通会議（以下交通会議

という）を設置します。 

※第3章施策展開…１全体向上策…③共通・連携した取組を推進する体制 

                                           実現  

ア 市民・地域・各種団体  

■田原市地域コミュニティ連合会 

田原市老人クラブ連合会 

田原市民生児童委員協議会 

■田原市商工会、一般社団法人田原青年会議所 

イ 交通事業者  

■豊橋鉄道株式会社、豊鉄バス株式会社、渥美交通株式会社、豊鉄タクシー株式会社、豊鉄ミデイ株式会社 

伊勢湾フェリー株式会社 

■公益社団法人愛知県バス協会 

■豊橋鉄道労働組合 

ウ 行政機関  

■国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 

■愛知県（都市・交通局交通対策課、田原警察署交通課、東三河建設事務所維持管理課） 

■田原市（副市長、関係部長） 

エ 学識経験者・その他  

■学識経験者（専門分野の大学等研究者）、渥美半島観光ビューロー、その他市長が指名する者 

田原市地域公共交通会議 

協議・実施 

国 

だれもが安心

して移動でき

るまち 

協働・連携の輪 

市民、地域 

県 

学識経験者 市 

交通事業者等 

各種団体 
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② 交通会議の機能

○田原市地域公共交通会議は、道路運送法と地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定される機能を

持つ組織として設置・運営します。 

ア 道路運送法に基づく地域公共交通会議の機能  

■バス・タクシーを対象として、生活交通のあり方を審議し、協議が整った場合はコミュニティバス・乗合タ

クシーの許認可等に関する特例の適用を受けることができます。 

イ 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会の機能  

■鉄道・バス・タクシー・旅客船等に関して、地域公共交通計画（旧地域公共交通網形成計画）の策定及び実

施主体となります。また、交通事業者等には法律による協議会参加の応諾義務、協議結果に対する尊重義務

が課せられます。 

③ 交通会議の運営

○田原市地域公共交通会議は、次のとおり会議スケジュールを設定し、調整・協議・実施に取り組みます。 

ア 会議スケジュール 

■４月～６月会議の案件  … 実施計画取組状況・評価、事業報告・収支決算、その他協議事項 

■随時開催会議の案件   … その他協議事項等 

■３月会議の案件     … 実施計画策定・取組予定、事業計画・収支予算、その他協議事項

イ 協議項目等  

■計画改定                          … 協議等時期）改定年度 

■実施計画策定・状況報告・評価                … 協議等時期）策定年度、 

毎年度（状況報告等） 

■戦略計画等実施に係る連絡調整（情報連絡、意見交換、協議決定）… 協議等時期）毎回 

■地域公共交通会議の権限に属する協議事項の審議        … 協議等時期）必要時期 

■地域公共交通会議事業・予算の決定・実施・報告・決算     … 協議等時期）毎年度 

■分科会運営・各組織活動報告等                … 協議等時期）随時 

■その他意見交換等                      … 協議等時期）毎回

ウ 事業計画・報告、予算・決算等  

■地域公共交通会議が主体となって実施する事業については、毎年度開始前の会議において事業計画・予算を

決定するとともに、年度終了後の翌年度最初の会議において事業報告・決算を行います。 

■地域公共交通会議が主体となって作成する計画やその実施状況・評価等については、それらが必要な時期に

開催する会議において協議・報告します。

エ 活動状況の公表  

■地域公共交通会議は公開で行うとともに、会議状況は田原市ホームページ等で周知します。 
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④ 交通会議による事業実施

○田原市地域公共交通会議は、本計画に掲げる施策展開に必要な協議・情報交換を行うとともに公共交通網全

体を向上させる取組（協働事業・実証運行等）を実施します。 

※事業経費は関係者の協調負担（国等補助金含む）により確保 

(2) 個別課題の取組体制                          

① 公共交通会議分科会の設置

○公共交通網全体に関わる個別課題については、必要に応じて田原市地域公共交通会議の分科会を設置し、そ

の調整方針・改善策等を協議し、その結果を地域公共交通会議に報告し、実現を図ります。 

② 地域の利用促進協議会等の取組体制

○地域公共交通会議は、地域の利用促進協議会等と運行状況等について情報共有し、必要に応じて助言します。

○コミュニティ乗合交通関連地域の利用促進協議会や関係コミュニティ協議会は、個別に利用促進事業を実施

し、活動実績を交通会議に報告することとします。 

③ 情報共有のための路線カルテの活用

○公共交通会議と地域の利用促進協議会等と情報共有を図るため、コミュニティ乗合交通の路線カルテを作成

します。 

■路線カルテには年度別に、利用者人数、１便当たりの乗車人数、運行経費、運賃収入、収支率、バス停別利

用人数等の実績を掲載し、情報共有します。 

■目標と目標達成状況を掲載し、達成状況を把握します。 

■利用促進協議会等における利用促進の取組を記入し、毎年度実施することとします。 

■カルテの掲載内容については、随時見直すこととします。 

田原市地域公共交通会議

協力・助言 

コミュニティ乗合交通における 

地域の利用促進協議会等 

個別検討組織 

（分科会）

個別検討組織 

（分科会）

活動報告 
コミュニティ 

協議会
利用促進協議会

情報共有 

路線カルテの活用
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 ２  進行管理 

○重点施策（第２章）の進行を管理するため、実施計画を策定するとともに、取組状況の把握、改善の協議・実現

を行い、着実な公共交通網の形成を図ります。 

(1) 各方針の実現状況の把握                           

実施計画の策定  

○直近年度において関係者が協議しながら、別途「実施計画」を策定することで、状況に応じた取組の推進（進

行管理）を図ります。 

○計画期間は３年間とし、第一期実施計画は令和６年度から３年間の計画を令和６年度中に策定し、以降は次

のとおりとします。

    第２次田原市地域公共交通戦略計画（期間：令和6年度～令和15年度）

■第１期実施計画（期間：令和6年度～令和8年度）
○令和6年度：調整・策定 ○各年度：実施・モニタリング・スケジュール等の見直し

■第２期実施計画（期間：令和9年度～令和11年度） 
○令和9年度：調整・策定 ○各年度：実施・モニタリング・スケジュール等の見直し

■第３期実施計画（期間：令和12年度～令和15年度）
○令和１1年度：調整・策定 ○各年度：実施・モニタリング ○令和１5年度：施策の見直し等

○第１期から第３期の実施計画には、全体向上策（第３章１）及び機能別向上策（第３章２）の取組項目につ

いて、主体（誰が）・年度（いつ）・実施内容（どのように）を関係者の協議結果に基づき盛り込みます。 

○各実施主体は、それぞれの役割に応じて重点施策について実施計画に掲げる取組項目を実現するとともに、

交通会議に報告することとします。 

第３次田原市地域公共交通戦略計画（期間：令和6年度～令和15年度）
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(2) 改善の協議・実現                            

○公共交通の実現目標等の実現状況を評価・検証し、Ｐ（計画）・Ｄ（実施）・Ｃ（評価）・Ａ（改善）のサイクル

を繰り返すことにより、継続的な改善を図ります。 

○公共交通の実現目標の評価において、施策展開の障害となっている部分は、地域公共交通会議において対応策

を協議し、改善策を次期実施計画に反映させながら解消することで、計画の着実な推進を図ります。

ＰＤＣＡの実行イメージ

ＰＤＣＡによるスパイラルアップのイメージ

中期的なPDCA 公共交通の実現目標の評価

長期的なPDCA 公共交通の目標の評価

第
３
次
田
原
市
地
域
公
共
交
通
戦
略
計
画

次
期
計
画

〔令和6～令和15年度〕

第1期実施計画 〔令和6～8年度〕   第2期実施計画 〔令和9～11年度〕    第3期実施計画〔令和12～15年度〕

実施・モニタリング・見直し       実施・モニタリング・見直し       実施・モニタリング・見直し 

〔毎年度実施〕                 〔毎年度実施〕                 〔毎年度実施〕

ＰＬＡＮ（計画の策定） 

ＤＯ（事業の実施） 

ＣＨＥＣＫ（事業の評価） 

ＡＣＴＩＯＮ（改善の実施） 

協
働
に
よ
る
取
組




